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○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

       （諸般の報告） 

 日程第 ３ 行政報告 

 日程第 ４ 選挙第 １号 副議長の選挙について 

 日程第 ５ 選任第 １号 議会運営委員の選任について 

 日程第 ６ 議案第１０３号 美幌町行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例制定に 

              ついて（委員会報告） 

 日程第 ７ 議案第１０４号 美幌町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について 

              （委員会報告） 

 日程第 ８ 議案第１０５号 美幌町保健福祉総合センター条例の一部を改正する条例制定 

              について（委員会報告） 

 日程第 ９ 議案第１０６号 美幌町季節保育所条例の一部を改正する条例制定について 

              （委員会報告） 

 日程第１０ 議案第１０７号 美幌町へき地保育所条例の一部を改正する条例制定について 

              （委員会報告） 

 日程第１１ 議案第１０８号 美幌町母と子の家条例の一部を改正する条例制定について 

              （委員会報告） 

 日程第１２ 議案第１０９号 美幌町一般廃棄物処理手数料の収入証紙に関する条例の一部 

              を改正する条例制定について（委員会報告） 

 日程第１３ 議案第１１０号 美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する 

              条例制定について（委員会報告） 

 日程第１４ 議案第１１１号 美幌町民会館条例の一部を改正する条例制定について（委員 

              会報告） 

 日程第１５ 議案第１１２号 美幌町コミュニティセンター条例の一部を改正する条例制定 

              について（委員会報告） 

 日程第１６ 議案第１１３号 美幌町集会室条例の一部を改正する条例制定について（委員 

              会報告） 

 日程第１７ 議案第１１４号 美幌町地域振興センター条例の一部を改正する条例制定につ 

              いて（委員会報告） 

 日程第１８ 議案第１１５号 美幌町移住体験住宅条例の一部を改正する条例制定について 

              （委員会報告） 

 日程第１９ 議案第１１６号 美幌みらい農業センター条例の一部を改正する条例制定につ 

              いて（委員会報告） 

 日程第２０ 議案第１１７号 美幌町農作業準備休憩施設条例の一部を改正する条例制定に 

              ついて（委員会報告） 

 日程第２１ 議案第１１８号 美幌町地域用水広報館条例の一部を改正する条例制定につい 

              て（委員会報告） 

 日程第２２ 議案第１１９号 美幌町営牧場管理条例の一部を改正する条例制定について（ 

              委員会報告） 

 日程第２３ 議案第１２０号 美幌みどりの村条例の一部を改正する条例制定について（委 



 

－ 2 － 

              員会報告） 

 日程第２４ 議案第１２１号 美幌町道路占用条例の一部を改正する条例制定について（委 

              員会報告） 

 日程第２５ 議案第１２２号 美幌町都市公園条例の一部を改正する条例制定について（委 

              員会報告） 

 日程第２６ 議案第１２３号 美幌町公共下水道条例の一部を改正する条例制定について 

              （委員会報告） 

 日程第２７ 議案第１２４号 美幌町個別排水処理施設管理及び運営等に関する条例の一部 

              を改正する条例制定について（委員会報告） 

 日程第２８ 議案第１２５号 美幌町普通河川条例の一部を改正する条例制定について（委 

              員会報告） 

 日程第２９ 議案第１２６号 美幌町マナビティーセンター条例の一部を改正する条例制定 

              について（委員会報告） 

 日程第３０ 議案第１２７号 美幌町スポーツ施設条例の一部を改正する条例制定について 

              （委員会報告） 

 日程第３１ 議案第１２８号 美幌町水道給水条例の一部を改正する条例制定について（委 

              員会報告） 

 日程第３２ 報告第 １号 美幌町役場新庁舎等建設調査特別委員会調査結果報告につい 

              て 

 日程第３３ 承認第 １号 専決処分の承認について 

              〔北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止〕 

 日程第３４ 同意第 １号 オホーツク町村公平委員会委員の選任について 

 日程第３５ 同意第 ２号 美幌町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第３６ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第３７ 議案第 １号 平成３０年度美幌町一般会計補正予算（第１０号）について 

 日程第３８ 議案第 ２号 平成３０年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算（第４ 

              号）について 

 日程第３９ 議案第 ３号 平成３０年度美幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３ 

              号）について 

 日程第４０ 議案第 ４号 平成３０年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）に 

              ついて 

 日程第４１ 議案第 ５号 平成３０年度美幌町公共下水道特別会計補正予算（第４号） 

              について 

 日程第４２ 議案第 ６号 平成３０年度美幌町個別排水処理特別会計補正予算（第３ 

              号）について 

 日程第４３ 議案第 ７号 平成３０年度美幌町水道事業会計補正予算（第４号）につい 

              て 

 日程第４４ 議案第 ８号 平成３０年度美幌町病院事業会計補正予算（第７号）につい 

              て 

 

○日程追加事件 

追加日程第１ 行政報告 
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追加日程第２ 議案第２１号 美幌町定住自立圏形成協定の議決に関する条例の制定につ 

              いて 

追加日程第３ 議案第２２号 平成３０年度美幌町一般会計補正予算（第１１号）につい 

              て 

 

○議事日程 

 日程第４５ 議案第 ９号 美幌町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する 

              条例制定について 

 日程第４６ 議案第１０号 美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に 

              ついて 

 日程第４７ 議案第１１号 美幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

              を定める条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第４８ 議案第１２号 美幌町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並び 

              に水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する 

              条例制定について 

 日程第４９ 議案第１３号 平成３１年度美幌町一般会計予算について 

 日程第５０ 議案第１４号 平成３１年度美幌町国民健康保険特別会計予算について 

 日程第５１ 議案第１５号 平成３１年度美幌町後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第５２ 議案第１６号 平成３１年度美幌町介護保険特別会計予算について 

 日程第５３ 議案第１７号 平成３１年度美幌町公共下水道特別会計予算について 

 日程第５４ 議案第１８号 平成３１年度美幌町個別排水処理特別会計予算について 

 日程第５５ 議案第１９号 平成３１年度美幌町水道事業会計予算について 

 日程第５６ 議案第２０号 平成３１年度美幌町病院事業会計予算について 

              （平成３１年度予算編成方針） 

 日程第５７ 一般質問   ３番 新 鞍 峯 雄 君 

 

○出席議員 

     １番 髙 橋 秀 明 君      ２番 大 江 道 男 君 

     ３番 新 鞍 峯 雄 君      ４番 上 杉 晃 央 君 

     ５番 稲 垣 淳 一 君      ６番 戸 澤 義 典 君 

     ７番 早 瀨 仁 志 君      ８番 岡 本 美代子 君 

     ９番 坂 田 美栄子 君  副議長１１番 橋 本 博 之 君 

    １２番 中 嶋 すみ江 君     １３番 古 舘 繁 夫 君 

 議 長１４番 大 原   昇 君 

 

○欠席議員 

なし 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員 

  美 幌 町 長        土 谷 耕 治 君 
教 育 委 員 会        
教育長職務代理者 

加 藤 哲 彦 君 
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  農 業 委 員 会        
  会 長        

鈴 木 幸 往 君 監 査 委 員        髙 木   清 君 
 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員 

副 町 長        平 井 雄 二 君   総 務 部 長        広 島   学 君 

  民 生 部 長        高 崎 利 明 君   経 済 部 長        矢 萩   浩 君 

  建設水道部長        石 澤   憲 君   病 院 事 務 長        但 馬 憲 司 君 

  事務連絡室長        中 村 敏 文 君   会 計 管 理 者        武 田 孝 司 君 

  総 務 主 幹        小 室 保 男 君   庁舎建設主幹 遠 國   求 君 

  防災危機管理主幹 河 端   勲 君   まちづくり主幹        田 中 三智雄 君 

  政 策 主 幹 小 室 秀 隆 君   財 務 主 幹        中 尾   亘 君 

  契約財産主幹        大 場 正 規 君   税 務 主 幹        関   弘 法 君 

  環境生活主幹        渡 辺 靖 行 君   児童支援主幹        多 田 敏 明 君 

  福 祉 主 幹        遠 藤   明 君   健康推進主幹        大 場 圭 子 君 

  農 政 主 幹        佐々木   斉 君   みらい農業センター主幹 午 来   博 君 

  耕地林務主幹        伊 成 博 次 君   商 工 主 幹 後 藤 秀 人 君 

  観 光 主 幹 那 須 清 二 君   建 設 主 幹        川 原 武 志 君 

  施設管理主幹         中 沢 浩 喜 君   建 築 主 幹        西   俊 男 君 

  水 道 主 幹        御 田 順 司 君   病院総務主幹 菅   敏 郎 君 

  地域医療連携主幹 高 山 吉 春 君   事務連絡室次長 志 賀   寿 君 

  教 育 部 長        田 村 圭 一 君   学校教育主幹        以 頭 隆 志 君 

  学校給食主幹        岩 田 憲 次 君   社会教育主幹 露 口 哲 也 君 

  町民会館主幹 斉 藤 浩 司 君   スポーツ振興主幹 浅 野 謙 司 君 

  博 物 館 主 幹 鬼 丸 和 幸 君   農業委員会事務局長 酒 井 祐 二 君 
  選挙管理委員会事務局長           
  監査委員室長        谷 川 明 弘 君 
 

○議会事務局出席者 

  事 務 局 長        藤 原 豪 二 君   次     長 佐 藤 和 恵 君 

 議 事 係 長 橋 本   勝 君   議 事 係        新 田 麻 美 君 
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       午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１３名でありま

す。定足数に達しておりますので、平成３

１年第１回美幌町議会定例会を開会しま

す。 

 これから、本日の会議を開きます。 

─────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、５番稲垣淳一さん、６番戸

澤義典さんを指名します。 

─────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

 去る２月２２日、議会運営委員会を開き

ましたので、委員長から報告を求めます。 

 １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君）〔登壇〕 平成３

１年第１回美幌町議会定例会の開会に当た

り、去る２月２２日、議会運営委員会を開

催いたしましたので、その内容と結果につ

いて報告いたします。 

 本日、５日、第１日目は、初めに町長か

ら行政報告を受けます。その後、議会提出

案件であります副議長の選挙、議会運営委

員の選任を行い、使用料等審査特別委員会

から審査結果報告、美幌町役場新庁舎等建

設調査特別委員会から調査結果報告を行い

ます。 

 続いて、承認第１号専決処分の承認につ

いてから議案第８号平成３０年度美幌町病

院事業会計補正予算（第７号）についてま

でを審議いたします。平成３０年度関連議

案の審議後に、平成３１年度関連議案であ

る議案第９号美幌町職員の自己啓発等休業

に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついてから、議案第２０号平成３１年度美

幌町病院事業会計予算についてまでの１２

件を一括上程した後、町長から予算編成方

針を受けます。その後、一般質問に入りま

すが、通告順に新鞍峯雄さんの１名を予定

しております。 

 第２日目、６日は、前日に引き続き、一

般質問を行い、戸澤義典さん、坂田美栄子

さん、上杉晃央さん、大江道男さん、岡本

美代子さんの５名を予定しております。 

 第３日目、７日は、２日目に引き続き、

一般質問を行い、稲垣淳一さんの１名を予

定しております。その後、平成３１年度関

連議案の説明を受けます。 

 第４日目、８日は、前日に引き続き、平

成３１年度関連議案の説明を受けます。そ

の後、本会議を休憩し、各議員が議案の疑

問点整理を行います。 

 第５日目、９日土曜日及び第６日目、１

０日日曜日は、休日休会となります。 

 第７日目、１１日は、第４日目に引き続

き、本会議を休憩し、各議員が議案の疑問

点の整理を行います。 

 第８日目、１２日及び第９日目、１３日

は、各議員が議案の疑問点を整理し、資料

を要求したものに対し、関係部局が資料を

作成するため、議決休会といたします。 

 第１０日目、１４日及び第１１日目、１

５日は、平成３１年度関連議案の質疑を行

います。 

 第１２日目、１６日土曜日及び第１３日

目、１７日日曜日は休日休会となります。 

 第１４日目、１８日及び第１５日目、１

９日は、第１１日目に引き続き、平成３１

年度関連議案の質疑を行います。質疑終了

後、本会議を休憩し、会派等による審議を

行います。その後、本会議を再開し、平成

３１年度関連議案の表決を行った後、報告

案件などを予定しております。 

 次に、本定例会において、団体からの陳

情及び意見書の提出を求める陳情・要望を
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４件受理していますので、その取り扱いに

ついて報告いたします。 

 日米地位協定を見直す会からの全国知事

会の米軍基地負担に関する提言の主旨に基

づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位

協定の見直しを国に求める陳情、一般財団

法人日本熊森協会からの奥山等のスギ、ヒ

ノキ放置人工林を、森林環境譲与税（仮

称）で順次計画的に皆伐を進め、天然林に

戻すことを求める要請、靖国神社国営化阻

止道民連絡会議からの日本国憲法の尊重・

擁護に関する要請、沖縄弁護士会からの辺

野古新基地建設が、沖縄県民にのみ過重な

負担を強い、その尊厳を踏みにじるもので

あることに鑑み、解決に向けた主体的な取

り組みを日本国民全体に呼びかけるととも

に、政府に対し、沖縄県民の民意を尊重す

ることを求める決議に関する要請の以上４

件については、資料配付の措置といたしま

した。 

 以上のとおり審議を進めることとし、会

期を本日３月５日から３月１９日までの１

５日間としますが、議案審議の進行状況に

よっては、日程を順次繰り上げるなど、調

整することもありますので、御承知をお願

いいたします。 

 本定例会は、新年度予算案を審議する重

要な定例会であり、会期１５日間の長丁場

となりますが、慎重なる審議に議員各位の

御協力をお願いするとともに、行政職員の

皆様には真摯な答弁と対応を申し上げて、

議会運営委員長としての報告といたしま

す。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本定例会の会期を本日

から３月１９日までの１５日間とし、疑問

点整理及び資料作成に要する日程確保のた

め、３月１２日から３月１３日までの２日

間を休会とすることについてを採決しま

す。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議会運営委員会委員長の報告のとおり決

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、会期は本日から３月１９日

までの１５日間とし、３月１２日から１３

日までの２日間を休会とすることに決定し

ました。 

─────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 美幌町役場新庁舎等建設調査特別委員会

において、吉住博幸議員が１月３０日付で

同特別委員会委員長を辞任したことに伴

い、同日開催された特別委員会において、

委員長及び副委員長の互選が行われ、その

結果報告が議長の手元に参りましたので、

報告いたします。 

 美幌町役場新庁舎等建設調査特別委員会

の委員長に稲垣淳一さん、副委員長に岡本

美代子さん、以上のとおり選任されました

ので報告いたします。 

 また、吉住博幸議員から閉会中に、２月

２８日をもって議員辞職の届け出があり、

美幌町議会会議規則第９９条の規定によ

り、議長において辞職を許可しましたので

報告いたします。 

 そのほかの諸般の報告については、事務

局長から報告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） そのほかの諸

般の報告を申し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については、省略させていただき

ます。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。 

 なお、加藤教育委員会教育長職務代理

者、３月８日から１８日まで所用のため欠
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席の旨、鈴木農業委員会会長、明日以降、

所用のため欠席の旨、松本選挙管理委員会

委員長、本日以降、所用のため欠席の旨、

それぞれ届け出がありました。 

 また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので御了承願

います。 

 なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

─────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。 

 町長から行政報告があります。 

 町長。 

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日、こ

こに平成３１年第１回美幌町議会定例会が

開催されるに当たり、御出席を賜りました

議員各位に対しまして、心から感謝いたし

ますとともに、行政報告と提出案件の概要

について御説明を申し上げます。 

 行政報告といたしましては、第１に御寄

附についてであります。 

 昨年１２月２６日、札幌市にお住まいの

東原俊郎様から、太陽グループ創業３０周

年の節目に当たり、店舗が所在する美幌町

にお世話になったお礼として、次代を担う

子供たちの育成に役立てていただきたいと

５００万円の御寄附をいただいたところで

あります。御厚志をありがたくお受けし、

御趣旨に沿って活用してまいりたいと存じ

ます。 

 第２に、美幌町教育委員会教育長の辞職

についてであります。 

 去る１月２１日、平野浩司氏から、一身

上の都合により、１月２５日付をもって教

育長の職を辞したい旨、辞職願の提出があ

り、美幌町教育委員会の同意を経て、１月

２５日付で辞職に同意したところでありま

す。 

後任につきましては、その任期が本年８

月３１日までの残任期間となること、本年

４月に町長選挙が執行されることから、新

たな体制のもとで選任することが望ましい

との判断に至りましたので、当分の間は教

育長を不在とすることにいたしたいと存じ

ます。 

 なお、教育長が不在の間は、教育長職務

代理者が教育委員会を代表することになり

ますが、教育行政の執行に支障の来すこと

のないよう、教育委員会事務局はもとよ

り、行政組織全体で万全を期してまいりま

す。 

 第３に、新たな防衛計画の大綱等につい

てであります。 

 昨年１２月１８日、日本の安全保障の指

針となる平成３１年度以降に係る防衛計画

の大綱と、それに基づく中期防衛力整備計

画（平成３１年度から平成３５年度）が閣

議決定されました。 

 新たな防衛計画の大綱等では、陸上自衛

隊の編成定数が１５万９,０００人に維持さ

れ、地域コミュニティーとの連携の関係に

おいては、部隊の改編や駐屯地等の配置に

当たり、地域の特性に配慮することや、駐

屯地等の運営に当たっては、地元経済への

寄与に配慮することとされたところであり

ます。 

 さらに、より実践的に訓練を行うため、

北海道を初めとした良好な訓練環境を整

備、活用するとの内容が明記されたこと

は、北海道が我が国の防衛政策にとって重

要な位置づけにあることを改めて示したも

のであり、大きな意味を持つと受けとめて

おります。 

 また、陸上自衛隊の体制については、前

大綱に基づく統合機動防衛力を深化させる

ため、１個師団及び２個旅団を１個機動師

団及び２個機動旅団に改編の上、航空機等

での輸送に適した機動戦闘車等を装備し、

各種事態に即応した即応機動連隊を引き続

き新編することが明示されました。 
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 このため、中期防衛力整備計画に基づ

き、第５旅団が機動旅団へと改編され、第

５旅団管内の普通科３個連隊のうち、いず

れかの部隊が即応機動連隊に新編される見

通しであります。 

 本町におきましては、美幌町に駐屯する

第６普通科連隊を即応機動連隊に新編され

るよう、町内の関係者で組織する陸上自衛

隊美幌駐屯部隊充実整備期成会による陳

情・要望活動を積極的に展開する一方で、

昨年７月には、隊区内２市８町で構成する

美幌地方自衛隊協力会による中央行動を初

めて実施するなど、地域一丸となっての取

り組みを推進してまいりました。 

 この３０年、美幌駐屯部隊の規模縮小に

よって美幌駐屯地の隊員数は半減しており

ますが、今後も隊員数の減少が続くような

ことがあれば、地域の経済や雇用、災害発

生時の対応など、地域の存続自体に重大な

影響が及ぶものと危惧しているところであ

ります。 

 美幌駐屯部隊の充実と強化を求めるた

め、美幌に駐屯する第６普通科連隊を即応

機動連隊へ新編の上、増強を図られるよ

う、さらなる活動を積極的かつ精力的に推

進してまいりますので、御理解と御協力を

お願い申し上げます。 

 次に、御提案いたします議案等について

御説明を申し上げます。 

 まず、平成３０年度にかかわる案件とい

たしましては、専決処分の承認について。 

 承認第１号北海道市町村総合事務組合規

約の制定並びに廃止については、北海道知

事の許可を受けるため急を要したことか

ら、専決処分をいたしましたので、御承認

を賜りたいのであります。 

 人事案件について。 

 同意第１号オホーツク町村公平委員会委

員の選任については、高畑秀美氏が３月３

１日をもって任期満了となることから、引

き続き、同氏を選任いたしたく、御同意を

賜りたいのであります。 

 同意第２号美幌町固定資産評価審査委員

会委員の選任については、佐藤俊一氏が３

月２５日をもって任期満了となることか

ら、新たに原智晴氏を選任いたしたく、御

同意を賜りたいのであります。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、杢師美和子氏が６月３０日をも

って任期満了となることから、引き続き同

氏を推薦いたしたく、御意見を賜りたいの

であります。 

 平成３０年度各会計補正予算について。 

 一般会計につきましては、役場庁舎改築

基金積立金として９,０００万円を増額する

ほか、事務事業の確定に伴う整理、債務負

担行為及び地方債の変更などを行おうとす

るものであります。 

 特別会計及び企業会計につきましては、

国民健康保険特別会計については、国保病

院に対する保険事業に係る繰出金の増額な

どを、後期高齢者医療特別会計について

は、保険料還付金の確定に伴う減額など

を、介護保険特別会計については、利用者

の増加に伴う施設介護サービス給付費の増

額などを、公共下水道特別会計について

は、建設事業費の確定に伴う減額などを、

個別排水処理特別会計については、個別浄

化槽設置工事費の確定に伴う減額などを、

水道事業会計については、水道管路整備事

業費等の確定に伴う減額などを、病院事業

会計については、医療機器更新事業費の確

定に伴う建設改良費の減額などをそれぞれ

行おうとするものであります。 

 次に、平成３１年度にかかわる案件とい

たしましては、条例の改正について、議案

第９号美幌町職員の自己啓発等休業に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

は、学校教育法の改正に伴い、教育施設の

引用条項が変更になることから、規定を整

備しようとするものであります。 

 議案第１０号美幌町職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例制定について

は、人事院規則の改正に伴い、時間外勤務
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命令の上限時間など、時間外労働に関する

事項を規則に定める必要があることから、

規定を整備しようとするものであります。 

 議案第１１号美幌町放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について

は、学校教育法の改正に伴い、放課後児童

支援員の資格要件の追加を行おうとするも

のであります。 

 議案第１２号美幌町水道事業布設工事監

督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例の一部を

改正する条例制定については、学校教育法

等の改正に伴い、水道事業布設工事監督者

及び水道技術管理者の資格要件を整備しよ

うとするものであります。 

 なお、平成３１年度各会計予算につきま

しては、後ほど、平成３１年度予算編成方

針において総括的に御説明の上、各議案に

つきまして逐次御説明を申し上げますの

で、慎重なる御審議の上、原案に御協賛を

賜りますようお願い申し上げまして、行政

報告と提出案件の概要説明といたします。 

 以上、よろしくお願いをいたしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） これで、行政報告

を終わります。 

─────────────────── 

◎日程第４ 選挙第１号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 選挙第

１号副議長の選挙についてを議題としま

す。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１

１８条第２項の規定によって指名推選にし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、選挙の方法は指名推選で行

うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名する

ことにしたいと思います。御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、議長において指名すること

に決定しました。 

 副議長に橋本博之さんを指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました橋本博之さ

んを副議長の当選人とすることに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、ただいま指名しました橋本

博之さんが副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選された橋本博之さ

んが議場におられますので、会議規則第３

３条第２項の規定により、当選の告知をし

ます。 

 副議長に当選されました橋本博之さんか

ら発言を求められておりますので、これを

許します。 

 橋本博之さん、登壇願います。 

○１１番（橋本博之君）〔登壇〕 ただい

ま、議長より副議長にと御指名をいただき

ました橋本です。 

 私たちの任期も、もう既に２カ月を切っ

ている状況ではございますが、議員各位の

御協力によりまして、副議長という職責を

全うしたいと思っております。 

 議員各位の御協力を切にお願い申し上げ

まして、簡単ではございますが、副議長就

任の挨拶にかえさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

─────────────────── 

◎日程第５ 選任第１号 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 選任第

１号議会運営委員の選任についてを議題と

します。 
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 お諮りします。 

 吉住博幸議員の辞職に伴い、議会運営委

員の選任については、委員会条例第７条第

２項の規定によって、議会運営委員に岡本

美代子さんを指名したいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、ただいま指名しましたとお

り、岡本美代子さんを議会運営委員に選任

することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

再開は、１１時といたします。 

午前１０時３１分 休憩 

─────────────────── 

午前１１時００分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

─────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告をいた

します。 

 休憩中に、議会運営委員会において、橋

本議会運営委員長から委員長辞任の申し出

があり、美幌町議会委員会条例第１２条の

規定により、委員会において辞任が許可さ

れ、委員長及び副委員長の互選が行われ、

その結果報告が議長の手元に参りましたの

で、報告いたします。 

 委員長に戸澤義典さん、副委員長に岡本

美代子さん、以上のとおり選任されました

ので、報告いたします。 

 先ほど、議会運営委員会を開きましたの

で、委員長から、その結果について報告を

求めます。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 先ほど、議会運営

委員会を開催いたしました。その内容と結

果について御報告いたします。 

 町長から、１市４町による定住自立圏構

想の形成の推進について追加の行政報告が

あります。 

 また、追加議案として２件、議案第２１

号美幌町定住自立圏形成協定の議決に関す

る条例の制定について、議案第２２号平成

３０年度一般会計補正予算（第１１号）に

ついてが提出されました。 

 本日、第１日目の議案第８号平成３０年

度美幌町病院事業会計補正予算（第７号）

についての後に、町長からの追加行政報告

を受け、追加議案２件を審議することに決

定いたしました。 

 議員各位及び説明員の御理解と御協力を

お願いいたしまして、議会運営委員会委員

長としての報告とさせていただきます。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、日程第４４ 議案第８

号平成３０年度美幌町病院事業会計補正予

算（第７号）の次に行政報告を追加し、追

加日程第１とし、議案第２１号美幌町定住

自立圏形成協定の議決に関する条例の制定

について及び議案第２２号平成３０年度美

幌町一般会計補正予算（第１１号）につい

てを日程に追加し、追加日程第２から第３

までとし、それぞれ議題にしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、行政報告及び議案第２１号

から議案第２２号を日程に追加し、追加日

程第１から第３とし、議題とすることに決

定しました。 

─────────────────── 

◎日程第 ６ 議案第１０３号から 

 日程第３１ 議案第１２８号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議案第

１０３号美幌町行政財産使用料徴収条例の

一部を改正する条例制定についてから日程

第３１ 議案第１２８号美幌町水道給水条

例の一部を改正する条例制定についてまで

の２６件を一括議題とします。 
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 本案につきましては、平成３０年第９回

定例会において、使用料等審査特別委員会

に付託しておりますので、その審査結果報

告書の審査の結果についてのみ職員に朗読

させます。 

○議事係長（橋本 勝君） 審査の結果。 

 使用料・手数料を改正する条例制定につ

いて、資料の提出あるいは関係職員の出席

を求めるなどして慎重に審査した結果、議

案第１０３号から議案第１２８号までの２

６件について、いずれも原案どおり可決す

べきものと決定した。 

 なお、使用料・手数料の改正が受益と負

担の公平性、持続可能な行財政基盤を確保

する取り組みの一つであると理解するが、

広く町民に負担を求める重要事項であるこ

とから、次のとおり審査意見を付すことと

した。 

 審査意見。 

 今回、提案のあった使用料・手数料改正

の審査過程において、指摘があった項目を

次のとおり示すこととしたい。 

 １、集会室使用料にかかわる管理委託料

について。 

 地域自治会が担う指定管理者等による集

会室施設については、グループ利用者の減

少、新しい町民会館への利用変更など、

年々利用者が減少している。そのため、集

会室の使用料収入が減少し、受託自治会の

大きな財政的負担となっている。 

 受託自治会には、行政において光熱水費

等の基本料を負担しているものの、水道

料、電気料、草刈り委託料、除雪費用、備

品の整備、管理人報酬など、実際の費用負

担が重く、自治会予算からの支出も限界に

達するところである。 

 今回の使用料等引き上げに伴い、さらな

る利用者減少も想定され、各施設の指定管

理者等から費用負担の状況を聴取し、これ

までの自治会要望も重く受けとめ、管理委

託料見直しなど、負担軽減をできるだけ速

やかに検討されたい。 

 ２、集会室使用料の格差是正について。 

 地域の集会室は、面積の大小にかかわら

ず、自治会活動、老人クラブなど、地域に

欠かすことのできないコミュニティー活動

の拠点である。さらには、地域の防犯、防

災、防火活動を初め、環境美化、保健衛生

活動など、行政と密接にかかわる町民との

協働作業の拠点でもある。 

 したがって、原価計算の実不足額も施設

によりさまざまであるが、利用実態が同一

にもかかわらず、わずかな面積の大小によ

り料金格差を設けることが妥当なのか、今

後の検討課題とされたい。 

 ３、町内利用者と町外利用者の料金格差

について。 

 町民の税金で整備された施設等を町外利

用者が利用することにより、町民に負担の

痛みを求めることになるため、町内外利用

者の料金格差は認めるところである。 

 しかしながら、将来の人口減少を見据

え、地域広域連携による無駄のない施設の

有効利用、近隣町村との施設の相乗りな

ど、地域間交流の推進、交流人口の誘引を

考慮し、将来において町内外利用者の料金

格差是正も視野に入れ、今後の料金のあり

方を研究されたい。 

 ４、高齢者の使用料のあり方について。 

 老人福祉法の基本理念では、「第２条老

人は、多年にわたり社会の進展に寄与し、

豊富な知識等を有する者として敬愛され、

生きがいを持てる健全で安らかな生活を保

障される。」 また、「第３条老人は、常

に心身の健康を保持し、又は、その知識と

経験を活用して社会的活動に参加するよう

努めるものとする。」とある。 

 今回の改正では、受益者負担の原則と理

解しつつも、高齢者の社会参加を支援する

政策的観点から、町の財政状況に配慮しな

がら高齢者の使用料無料化を検討課題とさ

れたい。 

 ５、条例の施行日について。 

 過去の例から、条例改正の施行日は年度
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当初であったものが多い。今回の改正は１

０月１日施行となっている。審議の過程

で、今後予定されている消費税増税改正と

重なることから、町民に不安を与えぬよ

う、使用料等改正の主旨を町民へ十分に説

明されることを申し添える。 

 以上のとおり指摘事項を示したが、今

後、人口減少や少子高齢化がさらに加速

し、老朽化などによる多くの公共施設整備

が必要となる厳しい状況が予測される。施

設・サービス使用料などの負担を町民が適

正に分かち合い、利用者がどこまで負担す

べきか、また、町民が納める税でどこまで

補うべきかの考え方について、より具体的

に議論をしていくことも必要である。 

 引き続き、住民サービスの維持・向上、

将来世代への負担を残さない行財政運営に

期待するとともに、美幌町議会として、住

民全体の立場に立ち、効率的で適正な行財

政運営となっているのか、監視、議論をし

ていくことで職責を果たしていきたい。 

 ４、少数意見の留保。 

 美幌町議会会議規則第７６条の規定によ

る少数意見の留保はない。 

○議長（大原 昇君） 本案について、委

員長より報告を求めます。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君）〔登壇〕 平成３０

年１２月５日から６回にわたって委員会を

開催いたしまして、資料の提出及び関係職

員から説明を求めるなど、慎重に審査した

結果、いずれも原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、一層の効率的で適正な行財政運営

を期待します。 

 付した審査意見は、職員が朗読したとお

りでありますので、申し添えます。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） これから、委員長

報告に対する質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、議案第１０３号美幌町行政財

産使用料徴収条例の一部を改正する条例制

定についてから議案第１２８条美幌町水道

給水条例の一部を改正する条例制定につい

てまでの２６件を一括採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決

です。 

 議案第１０３号美幌町行政財産使用料徴

収条例の一部を改正する条例制定について

から議案第１２８条美幌町水道給水条例の

一部を改正する条例制定についてまでの２

６件は委員長の報告のとおり決することに

賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、委員長報告のとお

り可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第３２ 報告第１号 

○議長（大原 昇君） 日程第３２ 報告

第１号美幌町役場新庁舎等建設調査特別委

員会に付託中の美幌町役場新庁舎等建設調

査特別委員会調査結果報告についてを議題

とします。 

 本件について、委員長の報告を求めま

す。 

 ５番稲垣淳一さん。 

○５番（稲垣淳一君）〔登壇〕 調査の結

果。 

 美幌町役場新庁舎等建設調査特別委員会

は、新庁舎建設の基本的な考え方を示す必

要があることから、１３名の委員をもって

設置され、議会議事棟整備の考え方を中心

に調査・研究し、平成３０年第１回臨時会

において調査結果の中間報告を行った。 

 その後、美幌町新庁舎建設基本構想及び

基本計画素案について、さまざまな角度か

ら比較検討を行い、議論を深めてきた。 

 今回、新庁舎建設の基本的事項につい

て、当委員会での最終取りまとめを行った
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ので報告したい。 

 １、新庁舎等建設の必要性について。 

 現庁舎は、建設後５７年が経過し、震度

６以上の振動及び衝撃に対して倒壊及び崩

壊する危険性が高い状況であり、耐震補強

工事を行っても、将来、大規模改修が想定

されることから、新庁舎建設を進める必要

がある。 

 また、建設費の財源については、交付税

措置のある有利な公共施設等適正管理推進

事業債や基金の活用が可能であることか

ら、新庁舎等建設着手は妥当との判断に至

った。 

 ２、基本理念及び新庁舎の機能につい

て。 

 １、安心。 

 防災拠点としての役割、ユニバーサルデ

ザイン・バリアフリー機能について、役

割、機能を十分に発揮できる新庁舎となる

ことを期待したい。 

 セキュリティー機能については、庁舎管

理に対応した効率的な機能とされたい。 

 ２、親しみ。 

 憩いの場については、建設費用、面積の

観点から、必ずしも庁舎内に交流スペース

を設けず、休日等の駐車場未使用時にイベ

ントを開催することも検討されたい。 

 協働の推進については、保健福祉総合セ

ンターや町民会館などの会議スペースを活

用し、建設面積が過度にならないよう考慮

すべきである。 

 省エネルギーについては、ＺＥＢ（ネッ

トゼロ・エネルギー・ビル）基準目標達成

を実現できる各種新エネルギーの活用に期

待したい。 

 ３、便利。 

 窓口機能の強化、執務機能については、

来庁者に配慮された窓口、相談室等の配置

となるよう、町民、職員の意見を聴取、検

討されたい。 

 駐車場について、来庁者等の駐車場確保

は、車社会の現状では必須事項である。隣

接地の確保など、新庁舎工事着工までに一

定の結論を示されたい。 

 ３、議会機能の整備について。 

 １、議場の議員議席数については、現状

の１４議席とし、マイク配置の効率化を考

えた２人がけとされたい。 

 ２、議場の説明員席については、機器整

備が増大とならないよう最小限とし、マイ

ク配置の効率化を考えた配置とされたい。 

 ３、議場の映像配信、録画、録音設備を

整備されたい。ただし、現状システムで使

用できる場合は活用されたい。 

 ４、傍聴者に配慮された個数のモニタ

ー、スピーカーを設置されたい。 

 ５、委員会室については、現在、議場で

使用している録音が可能なマイクシステム

を移設整備し、プロジェクター、スクリー

ンを設置されたい。 

 ４、新庁舎の基本指標について。 

 １、美幌町行政組織のあり方、役職、職

員の配置など、将来を見据えた効率的で、

町民にとってわかりやすい組織を検討し、

新庁舎建設に反映されたい。 

 ２、計画での新庁舎の規模はおおむね４,

５００平方メートルと示されているが、行

政以外の団体等の庁舎利用計画を精査し、

保健福祉総合センター、町民会館の活用も

視野に入れ、建設面積の圧縮に努められた

い。 

 以上、本委員会の調査報告とする。 

 本報告により、メーンコンセプトとして

示されている人と未来をつなげる空間、安

心、親しみ、便利が実現される新美幌町役

場庁舎建設となることを期待したい。 

○議長（大原 昇君） これから、委員長

報告に対する質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 以上で、美幌町役場新庁舎等建設調査特

別委員会調査結果報告についてを終わりま

す。 
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─────────────────── 

◎日程第３３ 承認第１号 

○議長（大原 昇君） 日程第３３ 承認

第１号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

 直ちに提出者の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案の１４ペ

ージになります。 

 承認第１号専決処分の承認について御説

明を申し上げます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。 

 １５ページの専決処分書になります。 

 北海道市町村総合事務組合規約の制定並

びに廃止について、北海道知事の許可を受

けるため急を要するので、地方自治法第１

７９条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分をする。 

 専決日は、平成３１年２月１２日でござ

います。 

 専決処分の内容は１６ページ以降になり

ますが、参考資料により御説明を申し上げ

ますので、参考資料の１ページをお開きい

ただきたいと思います。 

 資料１、承認第１号関係でございます。 

 北海道市町村総合事務組合規約の制定並

びに廃止についてでございます。 

 制定目的でございますけれども、事務の

受託を可能とするため、現行規約を廃止

し、新たな規約を制定するものでございま

す。 

 内容でございますが、今回の規約制定に

つきましては、北海道市町村総合事務組合

は複合的一部事務組合でございますが、自

治法におきまして、北海道または北海道を

構成員とする一部事務組合は複合的一部事

務組合に加入することができません。現行

の規約においては、これらの一部組合を構

成員としており、現行規約が適法状態にな

いことから、現規約を廃止し、これらの一

部事務組合との事務受託を可能とする規定

も含めて規約を新たに制定しようとするも

のでございます。 

 なお、現行の規約と改正後規約の第４章

までは変更箇所はありません。第５章雑則

の第１４条、事務の受託を追加するもので

あり、変更箇所のみを新旧対照表として添

付させていただいております。 

 また、この中であわせて、平成２９年度

中に組合等の名称変更があった二つの組合

と解散をした一つの組合について整理を行

おうとするものでございます。 

 根拠法令及び施行日については、記載の

とおりでございます。 

 以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、承認第１号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

─────────────────── 

◎日程第３４ 同意第１号 

○議長（大原 昇君） 日程第３４ 同意

第１号オホーツク町村公平委員会委員の選

任についてを議題とします。 

 直ちに提出者の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（土谷耕治君） 議案の２４ページ

でございます。 

 同意第１号オホーツク町村公平委員会委

員の選任について御説明を申し上げたいと
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思います。 

 オホーツク町村公平委員会委員高畑秀美

氏は、平成３１年３月３１日をもって任期

満了となるので、次の者を選任いたした

く、地方公務員法第９条の２第２項及びオ

ホーツク町村公平委員会規約第３条第１項

の規定により議会の同意を求めるものでご

ざいます。 

 氏名につきましては、高畑秀美さんでご

ざいます。 

 住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりでございます。 

 以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、同意第１号オホーツク町村公

平委員会委員の選任についてを採決しま

す。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、同意することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本件は、同意することに決

定しました。 

─────────────────── 

◎日程第３５ 同意第２号 

○議長（大原 昇君） 日程第３５ 同意

第２号美幌町固定資産評価審査委員会委員

の選任についてを議題とします。 

 直ちに提出者の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（土谷耕治君） 議案の２５ページ

でございます。 

 同意第２号美幌町固定資産評価審査委員

会委員の選任について御説明を申し上げま

す。 

 本町固定資産評価審査委員会委員佐藤俊

一氏は、平成３１年３月２５日をもって任

期満了となるので、次の者を選任いたした

く、地方税法第４２３条第３項の規定によ

り、議会の同意を求めるものでございま

す。 

 氏名につきましては、原智晴さんです。 

 住所、生年月日については、議案に記載

のとおりでございます。 

 以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、同意第２号美幌町固定資産評

価審査委員会委員の選任についてを採決し

ます。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本件は、同意することに決

定しました。 

─────────────────── 

◎日程第３６ 諮問第１号 

○議長（大原 昇君） 日程第３６ 諮問

第１号人権擁護委員候補者の推薦について

を議題とします。 

 直ちに提出者の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（土谷耕治君） 議案の２６ページ

でございます。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦に

ついて御説明を申し上げます。 

 人権擁護委員杢師美和子氏は、平成３１

年６月３０日をもって任期満了となるの

で、次の者を候補者として推薦いたした

く、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より、議会の意見を求めるものでございま

す。 
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 氏名については、杢師美和子さんであり

ます。 

 住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりでございます。 

 以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、諮問第１号人権擁護委員候補

者の推薦についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、諮問のとおり適任とする意見に

賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本件は、適任と答申するこ

とに決定しました。 

─────────────────── 

◎日程第３７ 議案第１号 

○議長（大原 昇君） 日程第３７ 議案

第１号平成３０年度美幌町一般会計補正予

算（第１０号）についてを議題とします。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案の２７ペ

ージになります。 

 議案第１号平成３０年度美幌町一般会計

補正予算（第１０号）について御説明を申

し上げます。 

 平成３０年度美幌町の一般会計補正予算

（第１０号）は、次に定めるところによ

る。 

 今回の補正につきましては、主に年度末

における整理などを行おうとするものでご

ざいます。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２億８,９６８万２,０００円を

減額し、歳入歳出それぞれ１０７億１５９

万４,０００円とする。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げます。 

 債務負担行為の補正。 

 第２条、債務負担行為の変更は、第２

表、債務負担行為補正により御説明を申し

上げます。 

 地方債の補正。 

 第３条、地方債の変更は、第３表、地方

債補正により御説明を申し上げます。 

 それでは、３３ページをお開きいただき

たいと思います。 

 第２表、債務負担行為の補正でございま

す。 

 記載の７事業につきましては、入札ある

いは見積もり合わせ結果によります補正で

ございます。 

 次に、３４ページ、３５ページをお願い

いたします。 

 第３表の地方債の補正でございます。 

 地方債の補正につきましても、事業費の

確定による補正でございますが、３４ペー

ジの下から二つ目、水道施設等耐震化事業

及び３５ページの上から四つ目、少人数学

級推進事業につきましては、事業未実施に

よる減額でございます。 

 それから、一番下の屋内多目的運動場建

設事業につきましては、財源を起債から基

金へ振りかえたことによる減額でございま

す。 

 次に、歳出について御説明を申し上げま

すので、４９ページをお開きいただきたい

と思います。 

 歳出でございます。 

 ２款総務費、１目一般管理費の４、庁用

事務費の増ということで、光熱水費、８０

万円の増額でございますが、これにつきま

しては、燃料費調整単価及び再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金の単価アップによる

電気料の増額でございます。 

 以降の各費目におきましても、光熱水費

の増額については同じ理由での増額となっ
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てございます。 

 その他につきましては、年度末の整理を

行うものでございます。 

 次に、５１ページをお開きいただきたい

と思います。 

 ４目の財産管理費、庁舎改築等事業費の

積立金、８,９５９万１,０００円の増は、

まず、利息分について４０万９,０００円の

減額、また、今補正で新たに９,０００万円

を積み立てるものとして、差額分について

の８,９５９万１,０００円を庁舎改築基金

に９,０００万円を新たに積み立てようとす

るものでございます。 

 なお、今補正に係る補正後の各基金の年

度末予定残高を参考資料の４ページに添付

させていただいてございます。 

 次に、企画費、政策推進事業費の事務事

業協力報償、２８３万２,０００円、それか

ら、一番下の積立金、８１６万８,０００円

につきましては、ふるさと寄附金を３,６０

０万円と見込んでの補正でございます。当

初は２,５００万円で見込んでおりました

が、１月末時点で３,４３７万８,０００円

であることから、追加の補正を行うもので

ございます。 

 なお、ふるさと寄付金としまして、１２

月２６日に、札幌市在住の株式会社太陽グ

ループ代表取締役東原俊郎様より、子供た

ちの育成のために役立ててほしいと５００

万円の御寄附があったところでございま

す。 

 次に、５３ページをお願いいたします。 

 ９目の財政調整等基金費で、積立金、２

３４万４,０００円の減額でございます。 

まず、財政調整基金への積み立てとし

て、平成３０年１１月１４日に西１条南３

丁目美幌佛教団代表の平居元聖様より５万

円を、１１月２１日に西１条北４丁目加賀

屋信一様から７万８,９００円を、そして、

１２月１日に町内匿名の方から１万円を、

それぞれ図書館の図書蔵書に役立ててほし

いとの御寄附があったものを財政調整基金

に積み立てを行うものでございます。 

 また、あわせまして、利率改定によりま

す利息分として２４８万３,０００円を減額

しようとするものでございます。 

 次に、５５ページをお願いしたいと思い

ます。 

 このページと次の５７ページにつきまし

ては、年度末の整理などを行おうとするも

のでございますので、次に５９ページをお

開きいただきたいと思います。 

 ３款民生費でございます。 

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費の

児童福祉事務費、認定こども園施設整備補

助金、１億１,４３６万４,０００円の減額

と、保育所等整備補助金、６,３０８万２,

０００円の減額につきましては、教育分と

保育分のそれぞれ補助金額の確定による今

回の補正でございます。 

 ３の学童保育所運営事業費、消耗品費、

６万６,０００円、教育備品、３万５,００

０円につきましては、１２月２７日に仲町

在住の岡田宏将様より、学童保育に役立て

てほしいと１０万円の御寄附があったこと

から、これを活用いたしまして玩具等の購

入を図るものでございます。 

 ４の幼児ことばの教室、教育備品、１３

万円、２目の保育園費、美幌保育園消耗品

費、９万１,０００円及び東陽保育園の消耗

品費、８万２,０００円につきましては、１

２月７日に、松緑神道大和山美幌支部の永

澤支部長様より子供たちの育成のために役

立ててほしいと３０万円の御寄附があった

ものを活用して、玩具等の購入を図ろうと

するものでございます。 

 次に、６１ページでございます。 

 ４目児童措置費の児童手当の２,３０４万

円の減額につきましては、延べ児童数が見

込みより１,４７０名減になったことにより

ます減額の補正でございます。 

 ４款衛生費、保健衛生総務費の医療従事

者就業支援補助金、１８２万４,０００円の

減額につきましては、まず、平成２８年度
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採用者の２名が退職をされたこと、また、

平成２９年度の採用予定者を１５名と見込

んでおりましたが、１０名となったことに

伴います減額でございます。 

 それから、子ども医療費扶助、１,５０３

万５,０００円の減額につきましては、対象

人数の減及び２月以降の扶助費については

新年度払いとなることから、今回、減額を

行おうとするものでございます。 

 ６３ページ、６５ページにつきまして

は、年度末の整理を行おうとするものでご

ざいます。 

 次に、６７ページをお開きいただきたい

と思います。 

 一番上の２の林業推進事業費、積立金、

２２４万８,０００円の増額につきまして

は、森林整備協定による寄附金で、１２月

１日にＮＰＯ法人コンベンション札幌ネッ

トワーク様より６２万７,０５３円を、１２

月１０日に株式会社道央環境センター様よ

り４３万８,０００円を、同じく、生活協同

組合コープさっぽろ様より１８万２,３０５

円を、同じく、社会医療法人恵和会様より

９９万７,９０４円を、また、同じく株式会

社宮田建設様より２万６,０００円の、それ

ぞれ御寄附があり、合計２２７万２,０００

円を未来への森林づくり基金に積み立てを

行うものでございます。 

 あわせて、この基金の利息について２万

４,０００円の減額を行おうとするものでご

ざいます。 

 次に、７款商工費、２目の商工業振興費

でございます。 

 ２の補助金、起業家支援事業補助金、１

１万４,０００円の減額につきましては、当

初は２件の４００万円を見込んでおりまし

たが、実績として３件の３８８万６,０００

円となったことに伴います減額でございま

す。 

 それから、３目観光費の観光振興事業

費、特産品開発支援事業補助金、５０万円

の減額につきましては、当初は２件の１０

０万円で予算を組んでおりましたが、最終

見込みとして２件の５０万円となる見込み

から、５０万円について減額をしようとす

るものでございます。 

 次に、６９ページをお願いいたします。 

 ２の観光施設維持管理事業費、補償金、

４７万３,０００円の増額につきましては、

現指定管理者前に発行されました回数券が

使用された場合の入浴原価３１５円の補償

金でございますけれども、当初は１万枚の

予算計上をしておりましたが、実績で１万

１,５００枚の見込みとなることから、追加

をしようとするものでございます。 

 次に、７１ページをお願いしたいと思い

ます。 

 ５項住宅費の１目住宅総務費、住宅リフ

ォーム促進補助金、１,１８８万４,０００

円の減額につきましては、当初は１３０件

を見込んでおりましたが、最終見込みで１

０５件の３,５３０万６,０００円となるこ

とから、今回、減額をしようとするもので

ございます。 

 次に、７３ページをお願いいたします。 

 ３目の教育振興費の２、学校教育振興事

業費の社会保険料等、７５万７,０００円の

減額、その下の臨時職員賃金、４８４万６,

０００円の減額、それから、一番下の健康

診断委託料、１万４,０００円の減額につき

ましては、少人数学級推進のための職員配

置の必要性がなかったことに伴います減額

の補正でございます。 

 それから、このページの一番下の積立

金、３４万円につきましては、美幌小学校

及び旭小学校の学校林売り払い実績により

ます増額の補正でございます。 

 次に、７５ページをお願いしたいと思い

ます。 

 一番下の２目社会教育振興費の５、芸術

文化振興事業費、説明は７７ページになり

ますけれども、７７ページの積立金、１,０

００円の増額でございます。これにつきま

しては、平成３０年１２月２７日にサント
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リービバレッジ株式会社様より芸術文化振

興に役立ててほしいと２万８９３円の御寄

附があったものを、芸術文化振興基金に積

み立てを行おうとするものでございます。 

 また、この基金の利息について１万９,０

００円の減額をあわせてするものでござい

ます。 

 次に、７９ページをお願いしたいと思い

ます。 

 このページと次の８１ページにつきまし

ては、年度末の整理を行うものでございま

す。 

 次に、歳入について御説明を申し上げま

すので、４０ページ、４１ページにお戻り

いただきたいと思います。 

 ４１ページの１４款国庫支出金、民生費

国庫補助金の認定こども園施設整備交付

金、１億１,４７７万１,０００円の減につ

きましては、当初は国庫補助金で計上して

おりましたが、道補助金への組みかえを行

うものでございます。 

 また、その下の保育所等整備交付金、４,

１５１万８,０００円の減額につきまして

は、藤幼稚園補助金の金額確定によるもの

の減でございます。 

 それから、その下の社会資本整備総合交

付金、２,３１４万６,０００円の増額につ

きましては、スポーツセンター耐震工事に

かかります交付金の増でございます。 

 次に、４３ページをお願いいたします。 

 道補助金の児童福祉費補助金、３,８５２

万８,０００円につきましては、先ほどの国

庫補助金からの組みかえ及び藤幼稚園の補

助金額確定によります増額の補正でござい

ます。 

 次に、４５ページになります。 

 １７款寄附金の一般寄附金、ふるさと寄

附金の増、１,１００万円の増額につきまし

ては、ふるさと寄附金を最終３,６００万円

と見込んだことによります、当初の２,５０

０万円との差額の１,１００万円の増でござ

います。 

 それから、１８款繰入金、財政調整基金

の繰入金、９８４万５,０００円の減額につ

きましては、今補正にかかる余剰財源の繰

り戻しを行おうとするものでございます。 

 その下の公共施設整備基金の繰入金及び

一番下の役場庁舎改築基金につきまして

は、繰り入れを予定しておりました事業費

確定によります減額でございます。 

 それから、一つ上の屋内多目的運動場整

備基金繰入金は、起債から基金に財源振り

かえを行ったことによります増額の補正で

ございます。 

 次に、４７ページをお願いいたします。 

 雑入でございます。雑入の２番目の物品

等売り払いの増、４６７万２,０００円の増

額につきましては、鉄くず、再生資源及び

町史売り払いの増によるものでございま

す。 

 以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） ４カ所ほど質問さ

せていただきます。 

 まず１カ所目ですが、議案書の６１ペー

ジ、児童措置費の中の児童手当、２,３０４

万円の減ということで、延べ１,４７０人減

ったからという話でしたが、医療費は、当

初を見込めないから大幅な増減はあるので

しょうけれども、子供の数はそんなに変わ

らないと思うのですが、余りにも乖離し過

ぎていると認識いたしました。当初、何名

見積もって、延べこのぐらいですから、実

質何名減って、この予算が減ったのかとい

うことを具体的に教えていただきたいのが

１点です。 

 ２点目は、同じページの予防費です。個

別予防接種委託料、９０２万２,０００円の

減ということで、これは当初予算は４,６０

０万円ちょっと取っていると思うのです。

高齢者用肺炎球菌ワクチンの部分が減って
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いると思うのですけれども、年度当初は６

２０名を予定して４,６００万円の予算を組

んだと思うのですが、実質何名だったの

か、その辺を教えていただきたいと思いま

す。 

 次に、議案書の６３ページです。 

 塵芥し尿処理費の中の工事請負費で、廃

棄物処理場雨水整備工事費の１,６００万

５,０００円の減額です。当初予算は４,９

００万円ちょっと取っていたと思うので

す。今年度、盛り土とか側溝施設とか集水

ますの整備をする計画だったと思うのです

けれども、どの分をやったのか、全て工事

をやったけれども、トータルで安くなった

のかどうかをお聞きしたいと思います。 

 最後、６９ページの補助金、観光和牛ま

つり補助金８万９,０００円の減ということ

で、年度当初予算は４００万円だったと思

うのです。これは、今年度は中止になって

います。当然、準備とかポスターをつくっ

たりするのでお金がかかるのはわかるので

すけれども、中止になったのになぜ３９０

万円近く使ったのかという内訳について教

えていただきたいと思います。 

 以上の４点をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） まず、児童手

当給付金の減の部分からお話をさせていた

だきます。 

 一番大きい要因は、３歳児未満の減が大

きい部分でございまして、３歳児未満は、

当初、延べ人数を４,３１１名見ておりまし

たが、出生数の減、転出者等によりまして

２,７１９名ということで、１,５９２名の

減となっております。 

 それ以外の３歳以上と中学生の部分につ

きましては、３歳以上の延べ人数につきま

しては２６１名でふえております。中学生

についても５２名とふえておりますので、

大きい理由につきましては３歳児未満の部

分が大きく、予算の人数より実績は減りま

したということでございますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） ３歳児未満が４,３

１１名見積もったところ、２,７１９名とい

うことで、これは延べ人数だと思うのです

けれども、実人数は見積もりから何名が減

ったという認識でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 実人数は捉え

ておりませんけれども、月の中で動いてい

きますので、大体１２カ月で１４０名前後

が減少しているというふうには考えており

ます。 

○議長（大原 昇君） 予防接種の件で答

弁をお願いいたします。 

 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 予防接種事業

の９０２万２,０００円の減額につきまして

は、減額の要因を大きく分けますと、まず

乳幼児等の予防接種事業で７５５万６,００

０円、それと、高齢者インフルエンザ予防

接種で１４６万６,０００円という内訳にな

ります。 

 乳幼児等予防接種につきましても、出生

数の減に伴いまして、ヒブ、小児用肺炎球

菌、Ｂ型肝炎が減っておりますのと、中学

生までのインフルエンザ予防接種者が減っ

てきていて２２９万７,０００円、それか

ら、日本脳炎予防接種が入りまして、特例

で二十歳未満の方が受けられる形をとって

いるのですけれども、実績で少なかったと

いうことで、この部分で２９８万７,０００

円の減額になっております。 

 高齢者インフルエンザにつきましては、

３,５１０名を見ていたのですが２,７１１

名ということで、こちらにつきましては７

９９人分の実績の減ということで減額する

ものでございますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） 次は、廃棄物処理

場雨水整備工事についてです。 
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 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 廃棄物処理場

雨水整備工事につきましては、１,６００万

５，０００円減額しております。これは、

本年度に予定しておりました調整池の横に

設置予定だった側溝につきまして、林地の

隆起等によりまして建設機械が入れなく

て、作業用地が確保できない箇所があるこ

とから、その工法の検討について時間を要

したことによって、その部分の工事を平成

３１年度の施工にしたことから減額するも

のでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 平成３０年度に予

定した側溝施設の一部を工事できなかった

という認識でよろしいですか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） そのとおりで

ございます。 

 未施工の工事につきましては、コルゲー

トフリューム管１５９メートル部分の河川

につながる一番下流側の部分でございます

が、この部分の工事ができなかったことに

よるものでございます。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ４点目の和牛

まつりの補助金についてでございますが、

和牛まつりは当日に雨天で中止となったこ

とから、抽せん会やアトラクションの一部

を屋内で実施しております。このことによ

りまして、廃棄物の処分料以外はほぼ全額

の執行となった状況でございますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 実際に開催となる

ときにも準備に一番お金がかかって、実行

してしまえばそんなにお金がかからないと

いう認識でよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 議員のおっし

ゃるとおり、ほぼほぼ準備に要する経費が

多い状況でございます。よろしくお願いし

ます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） ６１ページの乳幼

児等医療費助成事業費、１,６５１万９,０

００円の減についてお聞きしたいと思いま

す。 

 これは、昨年８月から通院も町の助成を

行うということで、説明によりますと、子

供の人数の減少と、２月以降については次

年度に請求が行われるためということであ

ります。 

 ただ、当初の予定では、小中学生合わせ

て１,３９３名が対象であったと思うのです

が、大幅な子供たちの人数の減少が起きて

いるのかどうか、一つは教えてください。 

 それから、２月診療分以降の請求が翌年

度になるというのは、制度設計上、当初か

ら見えていたのではないかと思うのです。

その辺の経過についても教えていただきた

いと思います。 

 要は、半年の推計で予算計上されていた

ものなのだろうと思うのですが、感覚的に

は相当大きな狂いがあるのではないかとい

う思いがするのですが、その辺について御

説明いただければありがたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） お尋ねの子ど

も医療費扶助についてでございますけれど

も、まず、人数については、中学生までの

拡大という形で見込みをしたところですけ

れども、実際に受け付けをして、前年度の

所得で判定するため所得制限等がありまし

て、対象者につきまして、当初は２,０３５

名分を見ておりましたが、実績では１,８６

３名分ということで、１７２名の減少とな 

り、未就学児、小学生、中学生がほぼ同じ

人数で、６０名前後が減少となっておりま
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す。 

予算につきましては、今までは中学生ま

での入院のみを見ていたのですが、通院を

見ることに伴いまして多めの医療費を見て

いたところでございますので、そういう部

分もあります。 

 ２カ月おくれの請求につきましては、こ

としから国保の都道府県化等もありまし

て、今までは町内の医療機関だけで個人負

担を窓口で払う形で、町外の医療機関を受

診した分については、一旦支払って、後で

町に申請して扶助をしていましたが、今

回、レセプト併用化に伴いまして、８月分

からは町内外どこの医療機関に行っても、

医療機関の窓口で美幌町の本人負担分だけ

を払えば、あとは国保連なり社会保険診療

報酬支払基金を通しまして、その分の町負

担分の請求が来る形になりました。そのた

め、実際に請求が来るのは２カ月おくれま

すので、そういうことで医療費の請求が２

カ月おくれになったということです。 

 ですから、人数の減少と、今言った医療

費の請求の制度が変わったことと、初年度

ということで多めの医療費扶助を見ていた

部分が実績に伴って減額になったものでご

ざいますので、御理解願いたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 全道各地で窓口の

負担が変更になって患者さんが喜んでいる

という声は聞こえていますので、その影響

もあるということは受けとめたいと思いま

す。 

 同時に、新年度予算にもかかわることな

ので、半年分の実績値ということで、でき

るだけ正確な数値を押さえたいと思います

ので、予定していたものがどう変わってい

るのか、後刻、資料を出していただければ

ありがたいということを議長にお願いを申

し上げて、終わりといたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ５１ページで１点

だけです。 

 ふるさと寄附金の関係で、１月末で３,４

７８万３,０００円で、年度末見込みは３,

６００万円という説明が先ほどありました

が、１月末から１カ月たって２月末でどう

いう状況になっているのか、もしわかれば

教えていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） ただいまの御

質問でありますけれども、２月末現在で３,

５００万７,０００円でございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、議案第１号平成３０年度美幌

町一般会計補正予算（第１０号）について

を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

 暫時休憩します。 

再開は、１３時２５分といたします。 

午後０時０７分 休憩 

─────────────────── 

午後１時２５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

─────────────────── 

◎日程第３８ 議案第２号 

○議長（大原 昇君） 日程第３８ 議案

第２号平成３０年度美幌町国民健康保険特

別会計補正予算（第４号）についてを議題

とします。 
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 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の８３ペ

ージをお開き願います。 

 議案第２号平成３０年度美幌町国民健康

保険特別会計補正予算（第４号）について

御説明申し上げます。 

 今回の補正につきましては、直営診療施

設繰出金など、年度末における事務事業の

確定等に伴う補正を行おうとするものであ

ります。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ９４４万９,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７

億３,０８４万１,０００円とする。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 歳出から御説明いたしますので、９２ペ

ージ、９３ページをお開き願います。 

 ３、歳出。 

１款総務費、１項総務管理費、その他手

当１５万円は、実績見込みによる職員の時

間外手当を、レセプト併用化システム改修

負担金２４万円は、地方単独事業に係る国

庫負担金減額調整事務の適正化及び事務効

率の向上を図るため、国保連合会に設置の

国保総合システム改修に係る負担金を増額

するものでございます。 

 ６款基金積立金につきましては、預け入

れ利率の減により１４万５,０００円の減額

でございます。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算

金につきましては、過年度保険税還付金の

実績見込みによる不足分６０万円を、３項

繰出金につきましては、国保病院における

健康管理事業、医師確保支援事業、救急患

者受入体制支援事業に係る特別調整交付金

の確定に伴い、直営診療施設繰出金８６０

万４,０００円を増額するものでございま

す。 

 次に、歳入につきまして御説明いたしま

すので、９０ページ、９１ページをお開き

願います。 

 ２、歳入。 

２款道支出金、１項道負担金につきまし

ては、国保病院の直営診療施設健康管理事

業等に係る費用８６０万４,０００円とレセ

プト併用化システム改修負担金に係る費用

２４万円が保険給付費等特別交付金として

確定し、増額するものでございます。 

 ３款財産収入につきましては、預け入れ

利率の減による国民健康保険基金利子の減

額でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金につきま

しては、人件費の増に伴い１５万円を増額

するものでございます。 

 ５款繰越金につきましては、前年度繰越

金、１０６万３,０００円の増額でございま

す。 

 ６款諸収入、２項雑入につきましては、

一般被保険者損害賠償請求権に基づく収入

金を実績見込みにより４６万３,０００円を

減額するものでございます。 

 以上、御説明いたしました。 

 御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、議案第２号平成３０年度美幌

町国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました 

─────────────────── 

◎日程第３９ 議案第３号 
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○議長（大原 昇君） 日程第３９ 議案

第３号平成３０年度美幌町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第３号）についてを議

題とします。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の９５ペ

ージをお開き願います。 

 議案第３号平成３０年度美幌町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第３号）につい

て御説明申し上げます。 

 今回の補正につきましては、年度末にお

ける事務事業の確定等に伴う補正を行おう

とするものであります。 

 平成３０年度美幌町の後期高齢者医療特

別会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２５万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２億９,８２１

万１,０００円とする。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 歳出から御説明いたしますので、１０４

ページ、１０５ページをお開き願います。 

 ３、歳出。 

１款総務費、１項総務管理費は、保険証

等封入れ・封かん業務委託料の確定、２項

徴収費、印刷製本費は、執行残によりそれ

ぞれ減額するものでございます。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算

金につきましては、保険料の還付金及び還

付加算金の実績見込みによる減額でござい

ます。 

 次に、歳入について御説明いたしますの

で、１０２ページ、１０３ページをお開き

願います。（「省略」と発言する者あり） 

 それでは、以上で説明を終了させていた

だきます。 

 御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、議案第３号平成３０年度美幌

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

─────────────────── 

◎日程第４０ 議案第４号 

○議長（大原 昇君） 日程第４０ 議案

第４号平成３０年度美幌町介護保険特別会

計補正予算（第４号）についてを議題とし

ます。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の１０７

ページをお開き願います。 

 議案第４号平成３０年度美幌町介護保険

特別会計補正予算（第４号）について御説

明申し上げます。 

 今回の補正につきましては、施設介護サ

ービス給付費など、年度末における事務事

業の確定等に伴う補正を行おうとするもの

であります。 

 平成３０年度美幌町の介護保険特別会計

補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１,０６４万２,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１８億６,４６１万４,０００円とする。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 
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 歳出から御説明いたしますので、１１８

ページ、１１９ページをお開き願います。 

 ３、歳出。 

１款総務費は、財源調整でございます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸

費につきましては、施設介護サービス給付

費の実績見込みにより、９９６万１,０００

円の増額を行うものでございます。 

 ３款地域支援事業費、１項介護予防・日

常生活支援総合事業費は、介護予防プラン

作成委託料、７１万３,０００円、２項包括

的支援事業費・任意事業費はシルバーハウ

ジング相談室に係る通信運搬費を８,０００

円、それぞれ実績見込みにより増額するも

のでございます。 

 次の１２０ページ、１２１ページをお開

き願います。 

 ４款基金積立金につきましては、預け入

れ利率の減により減額するものでございま

す。 

 次に、歳入について御説明いたしますの

で、１１４ページ、１１５ページにお戻り

願います。（「省略」と発言する者あり） 

 以上で説明を終了させていただきます。 

 御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、議案第４号平成３０年度美幌

町介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

─────────────────── 

◎日程第４１ 議案第５号 

○議長（大原 昇君） 日程第４１ 議案

第５号平成３０年度美幌町公共下水道特別

会計補正予算（第４号）についてを議題と

します。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案の１

２３ページをお開き願います。 

 議案第５号平成３０年度美幌町公共下水

道特別会計補正予算（第４号）についてを

御説明申し上げます。 

 平成３０年度美幌町の公共下水道特別会

計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 今回の補正につきましては、年度末の事

務事業の確定などによる執行残等の整理を

行おうとするものであります。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ６,９７２万８,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ９億９,５５５万１,０００円とするもの

であります。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。 

 地方債の補正。 

 第２条、地方債の変更につきましては、

第２表、地方債補正で御説明申し上げます

ので、１２６ページをお開き願います。 

 第２表、地方債補正であります。 

 公共下水道事業の限度額、１億３３０万

円を、終末処理場水処理設備機械及び電気

設備更新工事の補助対象事業費の確定及び

入札執行残により、事業費確定並びに管渠

更新工事、終末処理場非常用発電設備更新

実施設計委託料等の入札執行残により、事

業費確定に伴い２,８４０万円を減額しまし

て、限度額を７,４９０万円とするものであ

ります。 

 その下の下水道資本費平準化債につきま

しては、限度額の８,９１０万円を対象とな
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る起債借入額の確定により３３０万円を減

額しまして、限度額を８,５８０万円とする

ものであります。 

 その下の公共下水道事業特別措置分につ

きましては、限度額の２,３４０万円を対象

となる起債借入額の確定により１７０万円

を減額して２,１７０万円とするものであり

ます。 

 次に、１３２ページ、１３３ページをお

開き願います。 

 ３、歳出であります。 

 主に事務事業の確定に伴う減額でありま

すが、増額分といたしましては、公共下水

道事務費の負担金２万７,０００円は、水道

事業に委託しております経費の確定に伴う

もので、職員の会計間異動に伴い増額とな

ったものであります。 

 公共下水道建設事業費のうち、下水道ス

トックマネジメント計画策定委託料、１,２

４６万１,０００円と公共下水道長寿命化計

画管渠更新工事、４,６９８万７,０００円

の減額は、入札残及び国の社会資本整備総

合交付金の交付額の確定に伴う減額であ

り、一部は平成３１年度に工事を先延ばし

したものであります。 

 次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１３０ページ、１３１ページにお戻

り願います。 

 ２、歳入。（「省略」と発言する者あ

り） 

 以下につきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、議案第５号平成３０年度美幌

町公共下水道特別会計補正予算（第４号）

についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました 

─────────────────── 

◎日程第４２ 議案第６号 

○議長（大原 昇君） 日程第４２ 議案

第６号平成３０年度美幌町個別排水処理特

別会計補正予算（第３号）についてを議題

とします。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案の１

３７ページをお開き願います。 

 議案第６号平成３０年度美幌町個別排水

処理特別会計補正予算（第３号）について

を御説明申し上げます。 

 平成３０年度美幌町の個別排水処理特別

会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

 今回の補正につきましては、年度末の事

務事業の確定などにより執行残等の整理を

行おうとするものであります。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２,３５８万８,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ７,７７１万３,０００円とするものであ

ります。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。 

 地方債の補正。 

 第２条、地方債の変更につきましては、

第２表、地方債補正で説明申し上げますの

で、１４０ページをお開き願います。 

 第２表、地方債補正であります。 

個別排水処理施設整備事業の限度額であ

る３,３４０万円を、事業費の確定に伴い

２,２２０万円を減額して１,１２０万円と

するものであります。 
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 次に、１４６ページ、１４７ページをお

開き願います。 

 ３、歳出であります。 

 貸付金、１７万円の減額は、水洗便所改

造等貸付金の申し込みがなかったことによ

る減額であります。 

 その下の工事請負費、個別浄化槽設置工

事、２,３４１万８,０００円の減額は、当

初１０基の新設工事を予定しておりました

が、新設工事の実施が４基だったことに伴

う実績減であります。 

 次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１４４ページ、１４５ページにお戻

り願います。（「省略」と発言する者あ

り） 

 以下につきましては、御説明を省略させ

ていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、議案第６号平成３０年度美幌

町個別排水処理特別会計補正予算（第３

号）についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました 

─────────────────── 

◎日程第４３ 議案第７号 

○議長（大原 昇君） 日程第４３ 議案

第７号平成３０年度美幌町水道事業会計補

正予算（第４号）についてを議題としま

す。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案の１

４９ページをお開き願います。 

 議案第７号平成３０年度美幌町水道事業

会計補正予算（第４号）についてを御説明

申し上げます。 

 総則。 

 第１条、平成３０年度美幌町の水道事業

会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

 今回の補正につきましては、年度末の事

務事業の確定等による執行残等の整理を行

おうとするものであります。 

 業務の予定量の補正。 

 第２条、平成３０年度美幌町水道事業会

計予算第２条に定めた業務の予定量を次の

とおり補正する。 

 （１）給水戸数、（２）年間総給水量、

（３）１日平均給水量は、使用量の減によ

るものであります。（４）主要な建設事業

のうち、水道施設等耐震化事業につきまし

ては、日並浄水場管理棟上屋、急速ろ過池

上屋の耐震補強工事について、２度の入札

等を受け、仮設工法の検討が必要と判断し

た結果、平成３０年度の事業実施ができな

かったことから減額するものであります。

その他の減額は事業費確定及び執行残によ

るもので、それぞれ記載のとおりでありま

す。 

 収益的収入及び支出の補正、第３条と、

次のページの資本的収入及び支出の補正、

第４条につきましては、補正予算実施計画

書及び説明書で御説明申し上げます。 

 １５１ページをお開きください。 

 企業債の補正、第５条であります。 

 水道施設整備事業は、日並浄水場フロッ

ク形成池機械設備工事ほか３件の工事の入

札減によるもので、限度額を１,２００万円

減額して４,９００万円とするものでありま

す。 

 その下の水道施設等耐震化事業は、日並

浄水場管理棟上屋、急速ろ過池上屋の耐震

補強工事が実施できなかったもので、限度

額をゼロとするものであります。 
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 その下の量水器収納筺設置事業は、入札

及び個数の確定による実績減で、限度額を

１,７４０万円減額し、７,８５０万円とす

るものであります。 

 たな卸資産購入限度額の補正。 

 第６条につきましては、記載のとおりで

あります。 

 １５２ページ、１５３ページをお開き願

います。 

 補正予算実施計画書及び説明書の収益的

収入及び支出の収入であります。 

 営業収益のうち、給水収益、３１５万４,

０００円の減額は、水道使用件数、使用量

の減によるものであります。 

 その下の負担金、３６万１,０００円の増

額は、新設工事に伴う量水器設置件数の増

によるものであります。 

 その下の給水工事手数料、１１万７,００

０円の増額は、新設及び改造工事の増によ

るものであります。 

 その下の雑収益のうち、下水道使用料賦

課徴収受託料、１５１万１,０００円の減額

は、対象事務経費の確定に伴う減でありま

す。 

 営業外収益のうち、長期前受金戻入、７

５８万６,０００円の減額は、減価償却費確

定に伴う減であります。 

 その下のその他雑収益のうち、配水管等

折損賠償金、８万５,０００円の増額は、水

道２工区美富の布設がえ工事における排水

管折損賠償金であり、その下の不用品売却

収益、１３万３,０００円の増額は、検定期

間満了メーター取りかえに伴う撤去メータ

ーの売却収益の増であります。 

 １５４ページ、１５５ページをお開き願

います。 

 収益的支出であります。 

 このページについては、事務事業の確定

及び入札減によるものであります。 

 次に、１５６ページ、１５７ページをお

開き願います。 

 中ほどの減価償却費は事業費の確定に伴

う減、消費税につきましては申告納付額の

確定による増であります。 

 １５８ページ、１５９ページをお開き願

います。 

 資本的収入及び支出であります。 

 収入の企業債、４,８２０万円の減額は、

企業債の補正で御説明させていただいたと

おりであります。 

 国庫補助金、６８７万５,０００円の減額

は、日並浄水場管理棟上屋、急速ろ過池上

屋の耐震補強工事が実施できなかったこと

による減であります。 

 分担金、２００万円の減額は、豊幌地区

で新たな給水申し込みがなかったことによ

る減であります。 

 一般会計出資金、４９０万円の減額は、

日並浄水場管理棟上屋の耐震補強工事が実

施できなかったことによる減であります。 

 １６０ページ、１６１ページをお開き願

います。 

 資本的支出の旅費、備消耗品費と工事請

負費のうち水道施設等耐震化事業につきま

しては、日並浄水場管理棟の耐震補強工事

が実施できなかったことによる減でありま

す。 

 委託料、１６９万円の減額は、日並浄水

場ろ過天日乾燥施設更新実施設計の入札

減、工事請負費のうち水道管路整備事業で

は、町道５５５号、田中水道橋の布設がえ

が不要になったこと、その下の水道施設整

備事業では、日並浄水場フロック形成池機

械設備工事等の入札減、その下の簡易水道

等施設整備事業では対象工事がなかったな

どが主な減額の理由であります。 

 その下の量水器、量水器筺につきまして

も、入札及び設置個数の確定による実績減

であります。 

 以上、御説明申し上げました。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

 ４番上杉晃央さん。 
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○４番（上杉晃央君） 先ほど、私が聞き

漏らしたのだと思いますが、１６１ページ

の水道施設等耐震化事業は、今年度、実施

できなかったということですが、その理由

について御説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 平成３０

年度に予定しておりました日並浄水場の管

理棟の耐震補強工事につきましては、７月

１０日と８月３日に入札を実施しました

が、入札が中止となりました。 

１回目につきましては、町内の建築Ａ格

付の７社を指名し、うち６社から入札の辞

退がありまして、１社になったことから中

止をいたしました。 

 その後、設計をいたしましたコンサルに

設計内容の妥当性を確認して、設計内容に

は問題がないということで、８月３日に２

回目の入札、町内Ａ格付５社と町外Ａ格付

７社を入れた１２社で入札を実施しまし

て、うち１１社から入札の辞退があり、１

社となったことから、入札が中止となった

ところであります。 

 この２度の入札の中止を受け、設計内容

について再検討を行いまして、当初の設計

におきましては、天井の作業空間について

数値的な基準がないことから、稼働中の水

処理機械に影響を与えないということで経

済性を重視した内容となっておりました

が、作業空間も確保しながら、施工性と経

済性に配慮した仮設工法の検討が必要だと

いうことで、今回、それを受けて、補助金

の取り下げ等の時期的なものがありまし

て、平成３０年度の工事を見送ったところ

でございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 今、事情を聞きま

したが、２回の辞退があって、入札そのも

のが成立しなかったためにやむを得ないと

いうことです。これは、新年度予算でまた

計上されて、今、部長がおっしゃったよう

なことは改善されて、再度積算をして入札

できるような準備をされていると受けとめ

たいと思います。特に答弁は要りません。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、議案第７号平成３０年度美幌

町水道事業会計補正予算（第４号）につい

てを採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました 

─────────────────── 

◎日程第４４ 議案第８号 

○議長（大原 昇君） 日程第４４ 議案

第８号平成３０年度美幌町病院事業会計補

正予算（第７号）についてを議題としま

す。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議案の１６

９ページをお開き願います。 

 議案第８号平成３０年度美幌町病院事業

会計補正予算（第７号）について御説明を

申し上げます。 

 今回の補正につきましては、収益的収支

では、年度末における執行見込みを踏まえ

た予算の整理と、他会計からの補助金負担

金の補正を、資本的収支では、医療機器更

新等事業の確定に伴う予算の整理と企業債

の補正を行おうとするものであります。 

 第１条、平成３０年度美幌町の病院事業

会計補正予算（第７号）は、次に定めると

ころによる。 

 第２条の業務の予定量、主要な建設改良

事業の補正につきましては、診療用医療備
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品購入の執行見込みにより減額補正を行う

ものであります。 

 第３条の収益的収入及び支出の補正につ

きましては、それぞれ執行見込みを踏まえ

た補正を行うもので、内容につきましては

実施計画書及び説明書で御説明申し上げま

す。 

 次に、１７０ページ、１７１ページをお

開き願います。 

 第４条、資本的収入及び支出の補正につ

きましては、資本的収支の不足額を１億３

８４万７,０００円に改め、過年度分損益勘

定留保資金で補う補正を行うものでありま

す。 

 内容につきましては、実施計画書及び説

明書で御説明申し上げます。 

 第５条の企業債の補正につきましては、

医療機器更新等事業費の確定により、起債

限度額を８１０万円減額して５,４８０万円

にするものであります。 

 第６条の議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費として、職員給与費

の補正につきましては、執行見込みを踏ま

えた減額補正を行うものであります。 

 第７条の他会計からの補助金の補正につ

きましては、一般会計及び国保会計からの

補助金として、記載のとおり、対象経費の

執行見込みからそれぞれ補正を行うもので

あります。 

 次に、１７２ページ、１７３ページをお

開き願います。 

 医業外収益の補正であります。 

 他会計補助金のうち、一般会計補助金

は、医師等研究研修に要する経費、基礎年

金拠出金負担金、児童手当に要する経費に

つきまして、それぞれ対象経費の減により

減額補正を行うものであります。 

 国保会計補助金は、病院が実施する健康

管理事業に要した経費、インターネット等

による医師確保対策経費、休日・夜間にお

ける代替医師の賃金が国保特別調整交付金

の補助採択となったことから、それぞれ増

額補正を行うものであります。 

 一般会計負担金の不採算地区病院の運営

に要する経費は、公立病院等に係る特別交

付税の基準単価の見直しに伴い増額補正を

行うものであります。今回の補正により、

不採算地区病院の運営に要する経費として

の繰入額は総額で１億１,６２０万２,００

０円となるものであります。 

 次に、１７４ページ、１７５ページをお

開き願います。 

 収益的支出の補正であります。 

 給与費の給料、手当等につきましては、

医師、薬剤師、臨床工学技士、ソーシャル

ワーカーの未執行分の減額補正を、賞与引

当金繰入額は給与費の執行見込みから賞与

引当金の減額補正を、賃金の臨時職員賃金

は、看護師、看護補助者に係る未執行分の

減額補正を、法定福利費につきましては、

正職員、臨時職員に係る共済費の未執行分

をそれぞれ減額補正するものであります。 

 経費の旅費は赴任旅費の執行残を、手数

料は、医師、薬剤師、作業療法士の紹介手

数料の執行がなかったことから、減額補正

を行うものであります。 

 研究研修費の謝金、旅費及び研究雑費

は、執行見込みを踏まえ、それぞれ減額補

正を行うものであります。 

 次に、１７６ページ、１７７ページをお

開き願います。 

 医業外費用の企業債償還利息は、平成２

９年度借り入れ分の借り入れ利率につい

て、当初０.３％の計上でございましたが、

実借り入れ利息が０.０１％になったことか

ら減額補正を、一時借入金利息につきまし

ても、当初の０.２％から０.０２３％での

借り入れとなったことから減額補正を行う

ものであります。 

 次に、１７８ページ、１７９ページをお

開き願います。 

 資本的収入の補正であります。 

 企業債の補正は、医療機器更新等事業費

の確定により減額補正をするものでありま
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す。 

 次に、１８０ページ、１８１ページをお

開き願います。 

 資本的支出の補正であります。 

 器械及び備品購入費は、医療機器購入費

用の入札執行残及び執行見込みにより減額

補正を行うものであります。 

 以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、議案第８号平成３０年度美幌

町病院事業会計補正予算（第７号）につい

てを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました 

─────────────────── 

◎追加日程第１ 行政報告 

○議長（大原 昇君） 追加日程第１ 行

政報告について。 

町長から行政報告があります。 

 町長。 

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本定例会

に追加する行政報告と提出案件の概要につ

いて御説明を申し上げます。 

 追加する行政報告といたしましては、１

市４町による定住自立圏構想の形成の推進

についてであります。 

 我が国においては、総人口の減少及び少

子化・高齢化が進んでおり、今後は、都市

圏においても人口減少が見込まれておりま

す。特に、地方においては、大幅な人口減

少と急速な少子化・高齢化が進んでいると

ころであります。このような状況を踏まえ

て、地方圏において、安心して暮らせる地

域を形成し、地方圏から都市圏への人口流

出を食いとめるとともに、都市圏の住民に

もそれぞれのライフステージやライフスタ

イルに応じた居住の選択肢を提供し、地方

圏への人の流れを創出することが求められ

ております。 

 国におきましては、圏域全体として必要

な生活機能を確保する定住自立圏構想を推

進し、地方圏における定住の受け皿を形成

する取り組みを進めていますが、具体的に

は、市町村の主体的な取り組みとして、中

心市の都市機能と近隣市町村の農林水産

業、自然環境、歴史、文化など、それぞれ

の魅力を活用して、ＮＰＯ法人や企業とい

った民間の担い手を求め、相互に役割分担

し、連携・協力することで、地域住民の命

と暮らしを守り、地方圏への移住・定住を

促進しようとするものであります。 

 つきましては、北見市、美幌町、津別

町、訓子府町、置戸町の１市４町を圏域と

した定住自立圏構想の形成に向けて協議を

進めてまいりたいと存じますので、御理解

を賜りますようお願いを申し上げまして、

行政報告とさせていただきたいと思いま

す。 

 次に、本定例会に追加して御提案いたし

ます議案について御説明を申し上げます。 

 議案第２１号美幌町定住自立圏形成協定

の議決に関する条例の制定については、地

方自治法第９６条第２項の規定に基づき、

定住自立圏構想推進要綱に規定する定住自

立圏形成協定の締結等について、議会の議

決すべき事件として定めようとするもので

あります。 

 議案第２２号平成３０年度美幌町一般会

計補正予算（第１１号）については、消費

税・地方消費税率の１０％への引き上げに

伴い、低所得者・子育て世帯の消費に与え

る影響の緩和と地域の消費を喚起、下支え

することを目的としたプレミアム付商品券

の発行準備経費として１７３万７,０００円



 

－ 32 － 

を、農業用機械の導入に対する担い手確

保・経営強化支援事業補助金として１,７７

８万７,０００円を、全日本アンサンブルコ

ンテストに出場する美幌中学校の吹奏楽大

会参加等負担金として３８万５,０００円を

それぞれ追加するほか、繰越明許費の設定

を行おうとするものであります。 

 なお、細部については担当部長より御説

明を申し上げますので、御審議の上、原案

に御協賛を賜りますようお願い申し上げま

して、追加する行政報告と提出案件の概要

説明といたします。 

 以上、よろしくお願いを申し上げたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） ただいまの行政報

告、１市４町による定住自立圏構想の形成

の推進についての質疑を許します。 

 質疑は１人３回までといたします。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 追加行政報告で、

北見市を中核市としての周辺４町との間で

定住自立圏構想を推進したいという報告が

ございました。そして、追加議案として自

立圏形成協定の議決に関する条例を追加し

たいということであります。 

 行政報告に対して３点の質問をしたいと

思います。 

 １点目は、定住自立圏構想が美幌町も含

めての平成の大合併、大変大きな議論にな

りましたが、その後に出された総務省の研

究案が土台になっているということであり

ます。 

 研究案は、２００８年１月に総務大臣の

私的な諮問機関が設立されて、およそ１年

後に、この構想を先取りして全国展開をし

ようという政府の旗振りのもとで現在まで

続いているという状況ですが、一つは、平

成の大合併で、美幌町は周辺の３町との合

併を選ぶということでございました。東藻

琴村、女満別町、津別町、そして美幌町で

行こうではないかということで、この議会

の中でも大議論になりましたし、もちろん

町民的にも大議論になりました。その構想

が敗れた直後に、議会が呼ばれて、美幌町

は網走市との合併を進めるべきだという話

がございましたが、これも頓挫しました。

この間、北見市というのは一切表面化され

ていないという状況です。多分、文化的に

も北見市と美幌町との圏域は過去にもなか

ったと私は思っておりますが、この平成の

大合併が全国的には決して成功したとは言

われていない中で、その次の段階でスター

トした定住自立圏構想で、今、北見市が周

辺の美幌町などとの間で中心市になるとい

う定住自立圏構想が現実のものになろうと

しているときに、過去の美幌町がたどって

きた平成の大合併のどこをどのように教訓

にしていっているのかということが一切わ

からないということで、一つは、その点に

ついて御答弁をいただきたいと思います。 

 二つ目は、新北見市だと思いますが、新

北見市を中心市とする美幌町のメリット、

デメリットについてどのようにお考えなの

かということです。 

 いろいろな論文がありますが、周辺の町

については吸収されるおそれがあるという

強い指摘があります。中心市自体も２０４

０年では新北見市の人口減少は４０％台の

マイナスです。同じレベルで美幌町は５

０％台に人口が減るということが公表され

ています。いずれも、中心市にしても、そ

の周辺も、猛烈な人口減少が推計されてい

る中で、美幌町がどこかと合併あるいは広

域連携をすることによって存続できるとい

うような生易しい話ではないのだと思うの

ですが、提案に当たって北見市を中心市と

することによって、美幌町は広域連携のメ

リットがあるのだということであれば、お

示しをいただきたいと思います。 

 特に、この間、町が議会に示した資料で

見ますと、医療・福祉、産業振興、公共交

通の３分野に限って地方債はメリットのあ

るものを提供したいということです。よく

よく見ますと、地域活性化事業債を充当す
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るのだが、交付税の算入率３０％です。美

幌町は過疎に指定されているので、事業を

起こすに際して過疎債は７０％は交付税が

算入されるという状況で、それよりもはる

かに低い充当率で定住自立圏構想の一員に

なるというメリットは全然実感できないの

です。包括的な財政措置が特別交付税であ

ると言うけれども、途中で増額されてはい

ますが、近隣の市町村は、年間わずか１,５

００万円です。あとは事業にかかわって、

先ほど言ったような地方債で特例措置をと

るとは言っていますけれども、美幌町は、

現実に今、地方債を活用できるということ

から見ると、メリットは感じられないとい

う点で、どこにメリット、デメリットがあ

るのか、お示しをいただきたいと思いま

す。 

 三つ目は、なぜ早急な構想への協議を進

めなければならないのかという問題です。 

 実は、美幌町議会にこの構想が示された

のは、２月１４日に第１回目の協議が持た

れて、２回目が持たれて、第３回目は、９

日間に３回の説明がありました。２月２２

日までの間に３回しかないのです。平成の

大合併は何年も町民を挙げての大議論で

す。もちろん議会もその中に入っていまし

た。 

 お聞きしますと、１月３１日に初めて北

見市が周辺４町との間でという構想が示さ

れたということですけれども、今は３月５

日です。本来ならば、時間をかけて全町民

的な議論の上でどうするというふうに腰を

据えた議論をすべきです。合併ではないけ

れども、広域行政をどうするということで

もあるので、そういう点では余りにも早急

だと思います。もちろん、議会の任期もな

いです。任期切れですし、提案される町長

の任期もほとんどないという段階で、提案

される中心市宣言をされる北見市は中間選

挙ですから、まだ十分に時間があります。

協議をする場も与えないで、周辺はさっさ

と手を挙げるべきだと仮に考えているとし

たら、そういうところを中心市にできるか

ということにもつながってくるので、なぜ

早急に条例の制定をしなければならないの

かということです。 

 以上の３点についてお聞きをしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） まず、第１点目の

お話ですが、平成の大合併ということ、そ

れを引き継ぐものだというお話でありまし

た。これについては、合併ではないという

ことは法にも書いてあります。合併ではな

いということでありますので、まず、その

辺の御理解をいただきたいと思っておりま

す。 

 ２点目のメリットがどこにあるのかとい

うお話でありますけれども、これについて

は、実は、広域的な連携をどうとっていく

かという問題は、大きな問題だと思ってお

ります。それで、メリットは何かというこ

とになりますと、やはり、今の行政サービ

スをこのまま続けていけるのかどうかとい

うところが一つポイントになるのではない

かと思っております。人口減少もそうです

し、少子高齢化もそうであります。そうい

った中で、今のサービスをそのまま続けて

いけるのかどうかということは、立ちどま

って考えなければいけない問題だと思って

おります。 

 そういう意味から、先ほどお話がありま

したように、医療とか福祉とかその他三つ

ほど挙げられておりましたけれども、かな

り幅広い範囲でいろいろな取り組みができ

るわけですから、今後、ビジョンをつくる

際においては、多分１年ぐらいかかると思

いますので、その中でお互いのメリットを

どうやって生かして伸ばしていけるかとい

うところを考えていかなければいけないと

思っております。 

 また、３点目のお話ですが、北見に対す

る思いがそれぞれ違うということでありま

した。私は、北見市が吸収するとか、そう
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いうことを言ったつもりはないです。ま

た、北見市も、今、合併をして、いろいろ

と問題があるということも今の市長につい

ては十分認識されているのだろうと思って

おります。 

 そういった意味で、合併あるいは中心市

に対する思いは議員とちょっと違う部分が

あると思っております。 

 答えになっているかどうかわかりません

けれども、これは拙速だと思われてもやむ

を得ないという思いをしております。それ

は、北見市として悩んだ挙げ句、中心市と

して位置づけをしっかりしたいという思い

でありまして、今回、この後の議案に出て

くる条例をつくろうという思いでありま

す。それは、とりもなおさず、議会の皆さ

んの関与をより確定させようという思い

で、今回、提案をさせていただきたいとい

う思いです。 

 答えになっているかどうかわかりません

けれども、もし違うということであれば、

次回の質問の際にお願いをしたいと思って

おります。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） １点目は合併では

ないのだという御答弁でした。確かに、合

併という表現は使われていませんけれど

も、都道府県の中核市をつくるというのが

従来の発想でしたが、それをさらにより細

かくして、当初は１０万人都市、２０万人

都市をつくりたいということでした。今は

５万人都市が中心市です。調べてみます

と、１万８,０００人の中核市も北海道内に

はあり、２万３,０００人の中核市もあると

いうことで、中核市の表現は、確かに少し

ずつ細かくしていると思いますが、国の予

算をどう効率的に使うのかという点から見

ますと、私は、この構想の根っこは本州の

府県を相当意識していると思います。そう

いう総務省の案だと思います。 

 公共交通を北見市などを中核として美幌

などでやっても、例えば、ＪＲあるいはバ

ス路線にどれだけのメリットがあるかとい

ったら、ほとんど考えられないです。そし

て、この中心市と周辺の町村との間ですみ

分けをしていきたいということです。都市

機能は中心市、自然とか農業などは衛星的

な都市にあっていいのではないかというこ

とですが、結局、中心市は通勤圏で、通勤

を求められていくのは周辺です。そういう

構図にみずからを追い込むことはないので

はないかと思うのです。 

 現実の問題として、オホーツク圏で中心

市は網走市、北見市、その周辺にいる斜里

町あるいは美幌町、遠軽町、紋別市は、中

心市の資格がないのかどうかわかりません

けれども、結構あるのです。統計では、全

国で４４％ぐらいが中心市の外側に置かれ

るのではないかという指摘もあるので、日

本の地方政治をどうするという点では、私

としては決定打にもなり得ないという問題

ですが、圏域を定めることによって、中心

市とその周辺は共同のプログラムで行こう

となるのですが、このプログラムの策定は

中心市です。対等ではないというふうに思

うのです。 

 この点についても、町民の中には、聞か

せてという声は幾つもありますので、議会

として、議員としては、それら一つ一つに

ついて説明していかざるを得ません。一議

員として身を置けば、この話をなぜこんな

土壇場に持ってくるのかというふうになっ

てしまうのです。しかも、議決してから説

明するのかということに構造的にはなって

きます。議員の側からすれば困った事態だ

なと思っています。合併ではないという表

現ですが、事実上、合併という表現はとら

ないけれども、中心市とその周辺で一定の

ビジョンに基づいて事業をやっていきまし

ょうということです。まるっきり袖にはで

きない話になると思うのですが、町長、こ

の点についてはいかがでしょうか。 

 二つ目の広域連携のメリットは、私は
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今、美幌・津別広域事務組合で火葬と消防

を扱っていますが、北見市との広域連携は

一度として話題にもなっていないのです。

津別町でも、美幌町でも、現在、両町で消

防をどうするということで新庁舎の建設が

設計です。広域では断じてないです。 

 それから、何よりも基本にしなさいとい

うことで、行政に対しても、議会に対して

も、かぶさっているのは自治基本条例で

す。主役は町民なのだ、町民の負託を受け

て行政をやり、議決をしなさいということ

です。これは１月３０日に渡された総合計

画の総括案であり、これからの計画案の中

にも一切ないのです。そういう意味で、こ

れでいいのかという思いがあります。 

 あわせて、なかなか紹介し切れないので

すけれども、先日の北海道新聞で大きく連

載された圏域構想について、地方の反発は

ひどいものです。決して総務省の考え方、

今の官邸の考え方に対して賛成だという方

向では全くないのです。地方を無視してい

るのではないかという強い意見があるので

すが、資料を持っていないので、それ以上

は申し上げられませんが、そういう段階に

あるものを自信を持って話を進めてくださ

いとは言えないと思います。 

 最後になりますが、早急な制定は、スタ

ートすると、この協定に参画するというゴ

ーサインは、だからこそ、いろいろな角度

で町民的な議論が必要になっています。私

は、役場職員の中でも絶対求められている

と思います。このまま新北見市と美幌町役

場の担当職員との間で、本当に冷静な事業

計画が結べるのだろうかという思いをして

います。早急な対応を求めるということは

すべきでないと思います。 

 ただ、すべきでないといっても、任期が

ないので、今回決定しなければ廃案になる

のだろうと思うのですが、言ってみれば、

議会もこれから刷新されます。首長もかわ

ります。そういう中で再提案するなら再提

案をすべきだし、審議するのであれば審議

すべきものではないかと強く思うのです

が、そういう余裕のある提案になっている

のでしょうか。私はなっていないと思いま

す。 

 追加提案があって、しかも、直後に条例

案が出されて、これはスタート条例です

ね。協定に参加するのであれば、条例がな

ければできないということですから、そう

いう意味で、この３点は困ったなと思って

いるのですが、再度御答弁をいただければ

と思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） この定住自立圏構

想が本州の府県を想定しているのではない

かというお話もありました。メリットのこ

とも言われておりました。それから、地方

政治にとって決定的なものにはならないの

ではないかというお話もありました。 

 しかしながら、我々の町をこれからどう

していくかというときに、果たしてどうで

しょうか、この町だけで守られていくのか

という疑問があります。もちろん、この町

はしっかりと守らなければいけないと思っ

ています。守るのですけれども、行政サー

ビス的にどうなのかという問題が必ず出て

くるのではないかと私は思っております。

そうした意味で非常にメリットはあるだろ

うと思います。北見市ばかりではなくて、

津別町、置戸町、訓子府町と手を結ぶこと

によって大きなメリットが出てくるのでは

ないかと思っております。 

 そして、余りにも早急過ぎないかという

お話ですけれども、これについては、先ほ

ども言ったように、中心市が手を挙げなけ

れば、我々がそれに乗っていくというのは

なかなか難しいと思います。まず、無理だ

と思います。中心市が中心市の宣言をしな

ければ、北見市でやってください、網走市

でやってくださいという話にしていかない

と、なかなか難しいのではないかと思って

おります。 

 いずれにしろ、これは、ウイン・ウイン
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の関係をつくり出さなければいけないと思

っております。そういった意味で、美幌町

もしたたかになっていかないとだめだと思

っております。したたかになることによっ

て、将来、合併があるのかどうか、そのこ

とについては触れませんけれども、吸収さ

れるというところには行かないよう歯どめ

を持たなければいけないのではないかと思

っております。 

 いずれにしましても、公共交通にして

も、今、生活を考えると、学生が通学す

る、働く人たちが通勤する、そして、北見

市には３次医療がありますので、通院しま

すと、その他、遊びだとか買い物とか、ど

う考えても北見市との関係を重視しなけれ

ば我々の生活は成り立っていかないのでは

ないかと思います。そんな思いをしており

ますので、先ほど言った、美幌町として

は、したたかさを持たないとのみ込まれる

というようなことになりかねないと思いま

すので、私が今ここで言うのも変ですけれ

ども、次の首長にはそういうことをしっか

りとつないでいきたいという思いでありま

す。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） ３回目の質問にな

るので、そういうつもりで質問したいと思

います。 

 私は、十勝や旭川などとオホーツクの各

市町村の置かれた状況は違うと思っていま

す。帯広を中心、事実上の中核、文化面も

含めて十勝圏が成り立っています。旭川市

にもそういう状況はあると思います。それ

から、オホーツクでも、北見市と池北線の

訓子府町、置戸町も北見圏だったのだろう

と思うのですが、当網走市は、左目で北見

方面をにらみながら、右目で阿寒や網走、

斜里方面、知床方面を見ながら、どうする

ということで、これまでもしたたかに生き

てきたのだと思うのです。これからは、さ

らにますますしたたかに生きていかなけれ

ば陥没してしまうという点では、町長と同

じ認識でいます。 

 しかし、国の予算を伴って広域行政をや

っていこう、都市機能は北見市であり、そ

の他はそれぞれ考えなさいというレベルで

は全くないのです。より一層したたかに生

きるという点で、しばらく複眼で見ていか

なければ生き残れないという思いを持って

います。 

 そういう点で、特に北見市を中心市とす

る点では、北見市は、たしか２年前に合併

１０年を迎えて、旧北見市と合併した留辺

蘂町、端野町、常呂町などを含めて、合併

の是非について住民投票がされています。

私は、細部はわかりませんが、総括表で見

る限り、旧北見市以外のところは、この合

併について別な考えをお持ちです。合併し

ないほうがよかったのではないかというと

ころを内包しているまちです。それを新北

見市は持っているのです。 

 例えば、美幌町との関係で言えば、旧北

見市と美幌町の間に旧端野町があるので

す。そこには北見市議会議員も出ておられ

るということです。予算編成には議会もも

ちろん関係します。そうすると、新北見市

と美幌町との間でウイン・ウインの関係を

と言ったときに、旧端野町はどうするつも

りなのか、当然にそういう議論が発生しま

す。それは、津別町も同じだし、場合によ

っては常呂や置戸町も同じなのだろうと思

います。そこは、それぞれの考え方でどう

するということは考えられると思うのです

が、今、美幌町が観光で考えているのは、

阿寒方面であり、ウトロ方面です。そうい

うことで計画を練ろうとしているときに、

新しいビジョンがそれをどうぞ、どうぞと

いうことになるかどうか。そういう点で

も、私は全く手放しでよかったというふう

にはならない話だと思います。 

 そういう点で、新北見市の場合は、旧北

見市とその周辺があり、その周辺に我々が

あるということを含めて、より慎重に見て
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いかなければいけないと思います。データ

の分析もぜひやっていく必要があると思い

ます。 

 あわせて、これは国家予算をどう効率的

に運用するかという大方針が当然に入って

いるので、安易なかかわり方は、やがて２

０３０年、２０４０年、２０５０年、将来

の美幌町の足を縛ることにつながりかねな

いという要素を持っているので、拙速な判

断はすべきではないと思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 十勝と釧路とはち

ょっと違うというお話もありました。これ

は、文化も含めてということでありまし

た。北見市は、２年前でしょうか、合併し

て１０年を迎えたということであります。

その中で、余りにも拙速過ぎるのではない

かということでした。網走市は平成２３年

でしょうか、大空町と定住自立圏構想を結

んでいます。網走市は、当時、美幌町に話

しかけてきたかというと、私の記憶の中で

は、直接言われたこともないですし、網走

市とそういう関係にはないのだろうという

思いを、当時、大空町とやるときにはそう

いう思いをしました。 

 今、北見市が中心市としての名乗りを上

げてきたということですので、先ほど、し

たたかにならなければいけないという思い

を言わせてもらいましたけれども、国家予

算が絡むから危ないのだということは、や

はり、我々もしたたかにいかなければいけ

ないと思っています。本当に吸収されるの

ではないかということにならないように、

我々はしっかりと見定めていかなければい

けないのではないかと思っております。 

 ２月２８日に北見市の第１回定例会があ

りまして、この中で美幌町の名前も含めて

北見市長は宣言されておりました。そんな

中で、我々としては、ぜひともスタート台

に乗らせていただいて、合併という名前が

出てくれば、議会の皆さんもこれだけ敏感

に感じておられるので、そのときは、ちょ

っと待てというブレーキをかけていただい

て大いに結構だと思います。 

 これから先の美幌町を考えていくと、非

常に厳しい状況になるのではないかと思っ

ておりますので、そのためにも、広域連携

がぜひとも必要だと私は思っております。

ぜひともスタートラインに立たせていただ

きたいという思いで、今回、提案をさせて

いただいていますので、どうかよろしくお

願いをしたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 以上で、質疑を終

わります。 

 これで、行政報告を終わります。 

─────────────────── 

◎追加日程第２ 議案第２１号 

○議長（大原 昇君） 追加日程第２ 議

案第２１号美幌町定住自立圏形成協定の議

決に関する条例の制定についてを議題とし

ます。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 追加議案書の

２ページになります。 

 議案第２１号美幌町定住自立圏形成協定

の議決に関する条例の制定について御説明

を申し上げます。 

 美幌町定住自立圏形成協定の議決に関す

る条例を次のように制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料により

御説明を申し上げますので、追加議案参考

資料の１ページをお開きいただきたいと思

います。 

 資料１、議案第２１号関係でございま

す。 

 美幌町定住自立圏形成協定の議決に関す

る条例の制定についてでございます。 

 制定目的につきましては、地方自治法第

９６条第２項の規定に基づき、議会が議決
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すべき事件として、定住自立圏形成協定の

締結もしくは変更または廃止を求める旨の

通告について定めることを目的に条例制定

を行うものでございます。 

 制定内容でございます。 

 先ほど町長からお話もございましたけれ

ども、都市圏においても、また地方におい

ても人口減少が進んでいる状況にある中、

安心して暮らせる生活機能、あるいは、経

済基盤の維持が、今後、大きな課題となる

ことが予想されてございます。 

 生活圏、あるいは、経済圏のネットワー

クと連携が重要であることから、北見市を

中心市として、訓子府町、置戸町、津別

町、美幌町の１市４町により、定住自立圏

構想の形成に向け、お互いの独自性を尊重

しながら、それぞれが持つ資源や機能を発

揮させ、定住促進を中心とした魅力ある地

域づくりの協議を進めていく中で、今後予

定をしている定住自立圏形成協定の締結、

変更、廃止について、議会の議決事件であ

るとの条例を定めようとするものでござい

ます。 

 根拠法令につきましては、地方自治法、

施行日につきましては、公布の日でござい

ます。 

 以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ただいま、定住自

立圏形成の議決のいわゆる手続条例だと受

けとめております。今まで全員協議会等で

事前に説明があった中でも質問をさせてい

ただきましたが、大江議員もおっしゃった

ように、議会に提案してから条例の制定ま

で大変短くて、我々も町民の皆さんの意見

を十分に聞くいとまもないということがあ

りますが、手続条例ですので、今後、協定

締結までのスケジュールとか、それを経て

からの定住自立圏の共生ビジョン策定とい

ったところに、我々は議員という立場で考

えても、住民の皆さんがどういう思いを持

っているのかということをしっかり受けと

めながら、こういった議決、あるいはビジ

ョンの作成について一定程度判断していか

なければならないということから、町とし

て、今後、どういう手順で住民の皆さんの

声をしっかり聞いた中で、締結に当たって

もそうですが、あわせて、その後、ビジョ

ンを策定していくとすれば、大江議員とは

また観点が違いますけれども、合併ではな

いと私も受けとめておりますが、多様な考

え方を持っている住民もいらっしゃいます

ので、行政側として、そういったところを

時間かけて丁寧に住民の皆さんにしっかり

説明をして意見をもらうということが必要

ではないかと認識しております。現在考え

られる行政側の今後のスケジュール等につ

いて、今、考えがあればお示しいただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（平井雄二君） 今、上杉議員か

ら、手順も含めての今後のスケジュールと

いうことであります。 

 今まで、３回ほど全議員にお話ししてき

たとおりですけれども、今回は手続条例と

いうことで、この議決をいただきますと、

今後、協定については、議決を得なければ

協定は結べないということになりますの

で、当然、協定内容については、前段に議

会の中でもんでいただく機会をもちろん設

けなければいけないということになろうか

と思いますし、もちろん、住民の方にも、

その前にお示しをして、納得がいった上で

議題として出していただきまして議決をい

ただくという運びになろうかと思います。 

 また、その後に中心市が策定しますビジ

ョン、要するに事業計画になりますが、こ

れは、中心市が策定するからといって中心

市だけで話をずっと進めるわけにはいきま

せん。当然、構成町である美幌町と北見市

の間で協議を進めて、お互いに納得いく上
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での事業を、いつどういった内容のものを

どういった規模で行うのかというものを具

体的に決めてまいります。それらについて

は、もちろん住民の皆さんに深くかかわる

ことでもありますし、判断をされる議会の

皆さんにも前段にお示しをしなければ、協

定を結んだからいいというものでは当然ご

ざいません。最終的に具体的な事業はあく

までもビジョンになりますので、これは議

決事件とはなりませんが、当然、相談しな

がら進めていくということです。今、手続

条例のみ議案を提案させていただいており

ますが、今後、いつ協定をする、あるい

は、いつ策定をするということは美幌町と

北見市の間で進めます。 

 北見市は、今、どういうふうに考えてい

るかわかりませんけれども、美幌町として

は、この話が出て間もないということで、

もっと時間をかけるべきだということは当

然あろうかと思います。それらを踏まえ

て、協定とその後のビジョン、実施計画に

ついて、どんな内容でどんな事業に取り組

むのかということが一番大事なところだと

私は思います。ここは、しっかりと時間を

かけて、美幌町にとって、それこそ効果の

ある事業を北見市とともにやっていくこと

が一番大事ですから、そこにはしっかりと

時間をかけてまいりたいと思います。この

時期については、今、いつということは言

えませんが、急ぎたいとは考えておりませ

ん。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 今の説明の中で

は、協定の締結というのは、当然、議決事

項だということですから、議会と相談する

のは当然のことですが、この協定そのもの

を結ぶことが、今後、美幌町にとって、広

域的にいろいろと連携をしながら、それこ

そ北見市と美幌町がウイン・ウインの関係

で、住民にとって非常に暮らしやすいと

か、いろいろなことで利便性があるという

ことを住民の皆さんもしっかり理解した中

で結ばれるべきだと思うのですが、その締

結に至るまでの間に、住民の皆さんとどの

ように機会を持って行政側で取り組んでい

くのか、そこの協定の部分は、住民の皆さ

んでなくて、ビジョンの部分で住民の皆さ

んだけとも受けとめられたのですが、協定

締結に当たって、美幌町として１市４町で

やっていくという説明は、今、本会議でや

っていますので、多分、住民の皆さんは報

道関係の活字で具体的にそういったことが

動いていくのだということが初めてわかっ

ていくと思うのです。 

 そういった意味で、協定締結にかかわっ

て、議会以外に住民の皆さんに行政側はど

んな対応をしながら住民への説明をした中

で理解を得られるよう努力をされるのか、

その辺の現状での考え方があればお聞かせ

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（平井雄二君） 具体的にどのよ

うな組織をつくって住民に参加していただ

くというところまでは煮詰まっていないの

が実態です。具体的な事業につきまして

は、広範囲な分野に分かれて、相当具体的

に現状とお互いの機能を有機的に結ぶこと

によって、どんな事業をやって、今と変わ

ったどんな効果が得られるかということに

なると、相当専門的な部分になってきま

す。それについては、専門的な、実際に担

っている住民の方とか、団体の方とか、そ

ういった人たちも参加をしていただかない

と、なかなか具体的には煮詰まらないのだ

ろうということで、懇談会的なものをつく

らないと難しいと思います。 

 協定について、どういった組織をつくり

ながら、どういった形で住民の皆さんとの

合意を図っていくかという具体的なもの

は、これから考えていきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 住民の皆さんが、
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わかりやすいのは、今、副町長が説明した

ように、具体的なビジョンが出てくると、

そこにかかわっている人たちに入っていた

だいて、懇談会なのか、ワークショップな

のかわかりませんけれども、いろいろな形

式でやられるので、当然、そういった取り

組みが必要だと思います。ただ、協定締結

になると、資料でいただいている網走市と

大空町の協定の中身のようにかなり抽象的

な文言でこういったことを連携したいとい

うことが書かれているだけですから、掘り

下げて住民の皆さんとキャッチボールをす

るのは非常に難しいと思います。そうは言

いながらも、町にとって重要な協定になっ

てきますので、何らかの方法で行政側も重

立った方の意見を聞いて最終的に議会に示

すとか、そのようにしっかり取り組んでい

ただくことが大事だと思います。 

 我々も議員として最終的に議決にかかわ

る責任ということで言えば、行政側のそう

いう取り組みも一つの判断材料になってま

いりますので、その辺をしっかり受けとめ

た中で、今後、協定の締結について十分な

住民理解を得られる努力をしていただきた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（平井雄二君） 住民の皆さんと

しっかりコンセンサスをとって協定を結べ

るように努力してまいりたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 簡潔にしたいと思

います。 

 道内でも、現在までに１５圏域でしょう

か、定住自立圏構想を推進しているという

ことです。行政側からいただいた資料を見

ますと、どうやって進めてきたかという進

め方で言えば、首長同士が年に１回か２回

集まって協議するということです。あと

は、担当部長が年に１回か２回か集まって

協議するということが列記されています

が、事、議会になったらまるでないです。 

 中心市がビジョンを策定するという段階

で周辺の意見を聞くのは当たり前だと思い

ますが、そういう担保も実はないのです。

小さなまちが、自分たちが存続するため

に、町長のお言葉ですけれども、本当にし

たたかに生きる、美幌町のビジョンをつく

りたいと思っても、そう簡単にはならない

と思っているのです。 

 そういう意味で、美幌町の最高法規は自

治基本条例で、主役は町民なのだというこ

とです。町にかかわりのある全ての人たち

に情報も含めて提供されなければならない

です。一定の圏域をつくることに、行政と

して、あるいは議会としていいよという前

段で、町民にその事実を知らせてもいない

ということについては、提案者側としては

最も致命的な欠陥でないかと思うのです。 

 先ほど、後任者も、圏域を決めたらその

精神に沿って動いてほしいと言いますけれ

ども、私は後任者に名前は載せていません

ので、別な人格の方ですが、行政は行政で

もう一つあります。行政の継続性というこ

とが問われています。今、韓国の大統領

も、自分の意に反する何らかの行為を行っ

た行政を現政権が継続せざるを得ないとい

う立場に追い込まれているときに、いろい

ろ矛盾が出ています。 

 そういう意味で、早急に決めるべきでは

ないとなお思うのですけれども、いかがで

すか。 

 行政の継続性という点では、後任の首

長、あるいは、後の議会が公然と反旗を翻

すということができますか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 何回も言うようで

すけれども、私は、この町の将来のことを

考えれば、これは必要だという思いで提案

させていただいております。 

 後に続く人がどうするかによって、これ

また考え方がいろいろあると思いますの
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で、願わくば、こういうことも引き継ぎの

中でしっかりと入れながら言い続けなけれ

ばだめだと思っております。それほど重要

なことだと思っております。もちろん、６

月か７月かわかりませんけれども、臨時会

か定例会に協定を結ぶという提案をさせて

いただきたいと思いますので、その間に、

町民に向けてしっかりとお話をしていかな

ければいけないと私は思っております。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（平井雄二君） 今、町長から時

期の話に触れられましたけれども、冒頭に

私が申しましたように、協定の時期、ビジ

ョンの時期というのは、今、いつというこ

とは考えておりませんので、しっかりと時

間をかけて町民と皆さんで話し合って進め

たいということです。よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、議案第２１号美幌町定住自立

圏形成協定の議決に関する条例の制定につ

いてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました 

 暫時休憩します。 

再開は、１５時１５分といたします。 

午後３時０６分 休憩 

─────────────────── 

午後３時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

─────────────────── 

◎追加日程第３ 議案第２２号 

○議長（大原 昇君） 追加日程第３ 議

案第２２号平成３０年度美幌町一般会計補

正予算（第１１号）についてを議題としま

す。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 追加議案書の

３ページになります。 

 議案第２２号平成３０年度美幌町一般会

計補正予算（第１１号）について御説明を

申し上げます。 

 平成３０年度美幌町の一般会計補正予算

（第１１号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１,９９０万９,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１０７億２,１５０万

３,０００円とするものでございます。 

 第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明を申し上げます。 

 繰越明許費。 

 第２条、地方自治法第２１３条第１項の

規定により、翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は、第２表、繰越明許費

により御説明を申し上げますので、６ペー

ジをお開きいただきたいと思います。 

 第２表、繰越明許費でございます。 

 後ほど事項別明細書により御説明を申し

上げますが、消費税・地方消費税の税率引

き上げに際しまして、住民税非課税者の低

所得者及び３歳未満の子育て世帯に対しま

すプレミアム付商品券事業の事務に係る経

費について繰り越しを行うものでございま

す。 

 次に、歳出について御説明申し上げます

ので、１２ページ、１３ページをお開きい

ただきたいと思います。 

 ３款民生費、１目社会福祉総務費、プレ

ミアム付商品券事業、総額で１５５万２,０

００円でございます。 

 上の社会保険料等、１７万７,０００円、
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臨時職員賃金、１０４万７,０００円につき

ましては、１０月１日からの販売に向けて

の事務補助員人件費として６カ月分の人件

費の計上でございます。 

 消耗品の２万８,０００円につきまして

は、コピー用紙等の消耗品でございます。 

 印刷製本費、広告料につきましては、こ

のプレミアム付商品券の取り扱い店につい

て公募により決定をすることから、その広

告料として２０万円、それから、取り扱い

店の一覧表の印刷代金として１０万円を計

上しているところでございます。 

 続きまして、６款農林水産業費の４目農

業振興費、補助金で担い手確保・経営強化

支援事業補助金でございます。 

国の補助事業で意欲ある担い手が先進的

農業経営に必要な農業用機械、あるいは、

農業用施設導入に関する補助金でございま

して、今回、４戸の農業者がトラクター、

農業機械等を購入するための補助金でござ

います。全額が道補助金の対応ということ

になります。 

 続きまして、１０款教育費、２目教育振

興費でございます。 

 負担金、吹奏楽大会参加等負担金、３８

万５,０００円でございますが、２月１６日

に札幌市で開催されました第５０回北海道

アンサンブルコンクール中学校の部におき

まして、美幌中学校金管八重奏が金賞を受

賞、３月２１日に札幌で開催されます第４

２回全日本アンサンブルコンテストに出場

することとなったため、係る経費について

負担をするものでございます。負担の内訳

でございますが、生徒８名、引率教員１名

分の負担金でございます。 

 １２款職員給与費のその他手当、時間外

手当でございますけれども、１８万５,００

０円につきましては、プレミアム付商品券

事務に係ります職員４名分の時間外手当で

ございます。 

 次に、歳入について御説明を申し上げま

すので、１０ページ、１１ページをお願い

したいと思います。 

 １４款国庫支出金のプレミアム付商品券

事務費補助金１７３万７,０００円につきま

しては、先ほど御説明を申し上げました民

生費及び職員給与費に対応する補助金でご

ざいます。 

 それから、１５款道支出金、担い手確

保・経営強化支援事業補助金１,７７８万

７,０００円につきましては、先ほど６款で

御説明いたしました補助金の道費補助金で

ございます。 

 １８款繰入金、財政調整基金繰入金の３

８万５,０００円につきましては、今回の補

正の一般財源でございます吹奏楽の大会参

加等負担金３８万５,０００円を財政調整基

金に求めるものでございます。 

 なお、今補正後の基金年度末予定残高を

追加議案参考資料の２ページに添付をして

おります。 

 以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

 １３番古舘繁夫さん。 

○１３番（古舘繁夫君） 今、部長から、

民生費の社会福祉費、プレミアム付商品券

事業で臨時職員６カ月分ということで準備

しようというお話でした。職員４人分の時

間外を合わせるというか、この職員４人分

が時間外をしなければならないということ

は今から想定できるのですか。だから予算

なのだろうけれども、どうしてこんなつく

り方をするのかと思うのです。私の理解力

が足りないせいかと思うのですけれども、

６カ月間の臨時職員の賃金を見ておいて、

職員４人分の時間外を今から想定できるの

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 今回のプレミ

アム付商品券事業につきましては、先ほど

御説明したように、消費税引き上げに伴い

ます低所得者、子育て世帯、ゼロ歳から２
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歳までの子どもがいる世帯の消費に与える

影響の緩和ということで、その地域におけ

る消費を喚起するために全額国の補助によ

り実施するものでございます。 

 今回、補正した金額につきまして、プレ

ミアム付商品券事業は１０月１日から施行

ということでございますけれども、今回、

国の補正予算におきまして、プレミアム付

商品券事業の予算が確保されまして、今

回、事務費について６分の１が配分された

ということで、美幌町に配分された金額１

７３万７,０００円を平成３０年度予算とし

て計上させていただいているところでござ

いまして、実際、この後、残りの事務費と

商品券事業費につきましては、平成３１年

度に入った段階で改めて補正をさせていた

だきたいと考えております。 

 今回配分された金額につきまして、ま

ず、想定される部分、いろいろなプレミア

ム付事業、町村で商品券を発行して、その

期間とか取り扱い店舗について公募する期

間の部分で、最低限４月から準備をしなく

てはいけないものということで補正をさせ

ていただいておりますので、職員について

も、時間外は必要ですけれども、どのくら

いの金額が必要かというところはまだはっ

きり出ておりません。もし必要であれば、

さらに平成３１年度の予算で措置された事

務費の中で対応させていただきますので、

かかる事務費の一部ということで御理解を

いただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、議案第２２号平成３０年度美

幌町一般会計補正予算（第１１号）につい

てを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました 

─────────────────── 

◎日程第４５ 議案第 ９号から 

 日程第５６ 議案第２０号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第４５ 議案

第９号美幌町職員の自己啓発等休業に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

から、日程第５６ 議案第２０号平成３１

年度美幌町病院事業会計予算についてまで

の１２件は、いずれも新年度関係の議案で

ありますので、この際、一括議題といたし

ます。 

 これから、平成３１年度予算編成方針に

ついて、町長の発言を許します。 

 町長。 

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日ここ

に、平成３１年度一般会計ほか特別会計及

び事業会計予算並びにこれらに関連する議

案の御審議をいただく平成３１年第１回美

幌町議会定例会に当たり、予算編成方針と

重点施策を中心に所信を申し上げ、町民の

皆様並びに議員の皆様の御理解と御協力を

お願いする次第であります。 

 さて、御承知のとおり、本年は、町民の

皆様の審判を受ける統一地方選挙が行われ

る年であり、本町においても、町長並びに

議会議員の改選が行われることとなってお

ります。 

 したがいまして、平成３１年度は骨格予

算とし、特に政策的な予算については、新

しく構成されます議会へ提案し、審議決定

をしていただくこととした次第でありま

す。 

 しかし、骨格予算と言いましても、既に

その執行が確定しているもの、また、国、

道に関連する事業、制度改正に伴う事業、

さらには、役場庁舎、消防庁舎改築事業及

び屋内多目的運動場建設事業などの継続事
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業に加え、子育て支援事業など急を要する

事業等については予算化し、町政の推進に

支障を来さぬよう配意しながら新年度の予

算編成に当たったところであります。 

 平成２７年５月に多くの町民の皆様の御

支持をいただき、全力で町政執行に当たっ

てまいりました。 

 私にとって今回の予算編成が最後となり

ますが、地方自治体を取り巻く環境が厳し

い中、議長を初め、議員並びに町民の皆様

に格別なる御理解と御協力を賜り、町長と

しての職を果たしてくることができました

ことに改めて感謝を申し上げる次第であり

ます。 

 国は、昨年６月に経済財政運営と改革の

基本方針（骨太の方針）２０１８を閣議決

定し、方針に基づき、一人一人の人材の質

を高める人づくり革命と成長戦略の核とな

る生産性革命に取り組み、生涯現役社会の

実現に向け、高齢者雇用促進の改革、全世

代型社会保障制度の取り組みにより、少子

高齢化の壁に立ち向かうとされておりま

す。 

 また、地方創生、国土強靱化、女性の活

躍、働き方改革などの施策の推進により、

経済の好循環をより確かなものにするとし

ております。 

 本町においては、人口減少を初め多くの

課題を抱えておりますが、第６期美幌町総

合計画、まち・ひと・しごと総合戦略を着

実に実行に移し、各年代の方々が、住み続

けたい、住んでいてよかったと実感できる

まちづくりを、町民の皆様との協働により

取り組む予算計上をしたところでありま

す。 

【町政運営の基本的な考え方】 

 国においては、さまざまな経済対策が推

進され、穏やかな景気回復は図られている

ものの、誰もが実感できるまでの広がりと

はなっておらず、厳しい状況が続いており

ます。 

 骨太の方針２０１８では、人づくり革命

として、幼児教育の無償化、待機児童の解

消、高等学校の無償化により、子育て、教

育に係る費用負担を軽減し、少子化問題を

克服し、活力ある社会の創設を目指すとさ

れております。 

 また、介護人材の処遇改善や介護保険料

の軽減拡大による社会保障制度の拡充を図

ることにより、誰もが生きがいを持って充

実した生活を送ることができる一億総活躍

社会の実現を目指すとされております。 

 これら国の方針に沿った施策の情報収集

に努め、適切な対応を図ることとしたとこ

ろであります。 

 一方、本町においては、今後において

も、社会保障関連経費の増大、子供・子育

て支援や防災対策などの充実、老朽化した

公共施設の整備など、多額の行政需要経費

が見込まれることから、昨年２月に一部改

正をいたしました第２次美幌町財政運営計

画に沿った財政運営を着実に取り組んでい

く必要があります。 

 人口減少に歯どめがかからず、また、景

気回復が一部にとどまっている状況が続く

中で、今後においては、税収の伸び悩み、

地方交付税の減収など、自主財源の確保が

一層厳しくなることが予想されますが、安

定した行政サービスが求められている今

日、財源確保を図るとともに、事業の見直

しを含め、町民ニーズをしっかりと把握し

た上で、事業効果の検証や的確な制度設計

により、健全な財政運営と行政サービスの

提供に努めていくことが必要であると考え

ております。 

 厳しい状況はこの先も続くと思われます

が、本町が直面しているさまざまな課題解

決に向け、地域経済活性化対策のほか、医

療・福祉・保健・健康づくりの充実、防

災・減災対策、子育て支援、高齢者福祉の

充実、教育環境の改善、公共施設の整備や

長寿命化などに特に力を入れ予算編成に当

たったところであります。 

 その結果、一般会計では１０２億４,８０
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２万８,０００円、特別会計では、国民健康

保険特別会計２６億１,３７７万５,０００

円、後期高齢者医療特別会計２億９,８１７

万８,０００円、介護保険特別会計１８億

８,７９９万１,０００円、公共下水道特別

会計１０億８４０万４,０００円、個別排水

処理特別会計１億５５０万８,０００円、事

業会計では、水道事業会計８億８,０７６万

２,０００円、病院事業会計２５億７,４８

８万４,０００円、全会計で１９６億１,７

５３万円となり、前年度予算に比べ７億４,

９４９万５,０００円、３.７％の減となっ

たところであります。 

【施策の基本的な考え方】 

 平成３１年度は、第６期美幌町総合計

画・中期基本計画の初年度、第２次財政運

営計画・後期計画の２年目となります。 

 第６期総合計画の実行については、前期

基本計画の検証に基づき、より具体的な計

画の実行に向けて全力で取り組んでまいり

ます。 

 また、第２次財政運営計画では、町民主

権による自治の確立を目指し、住民サービ

ス提供の維持・向上に努めながら、人口減

少が進む中、将来世代へ過度な負担を残さ

ない、未来に責任を持った持続可能な財政

運営に努めていかなくてはならないと考え

ております。 

 次に、第６期美幌町総合計画の五つの基

本目標に沿って、平成３１年度の重点施策

を中心に御説明申し上げます。 

 人を創り、地域力を高めるまちづくりに

ついて。 

 美幌町自治基本条例に基づく町民が主体

のまちづくりを一層推進するため、地域コ

ミュニティーの中心的な役割を担っており

ます自治会活動やボランティア活動に対

し、人材、組織、施設における支援を積極

的に進めてまいります。 

 また、町民の皆様がまちづくり活動に積

極的に参加ができる活動助成などを引き続

き進めてまいります。 

 地域活力の中核となる各集会室における

備品整備補助制度を新たに創設し、地域コ

ミュニティー活動拠点としての環境整備を

進めてまいります。 

 持続可能な行財政運営につきましては、

平成３１年度より、役場庁舎、消防庁舎及

び屋内多目的運動場など、大型事業の着手

の年となり、また、社会保障関連経費、行

政需要経費がふえる中で、第２次財政運営

計画に即し、自主財源の安定的確保と事業

の選択と集中を図り、将来を見据えた効率

的、計画的な財政運営を進めていく必要が

あります。  

老朽化した公共施設の集約化や多機能化

などを図りながら、公共施設等総合管理計

画に基づいた公共施設の総量抑制を図り、

コスト削減の取り組みを進めてまいりま

す。 

 防災対策につきましては、備蓄計画に基

づく防災資機材整備が平成３０年度をもっ

ておおむね終了したところでありますが、

昨年、胆振東部地震の際に発生したブラッ

クアウトにより不安な生活を送られた方々

も多く、また、停電時における課題も残っ

ていることから、平成３１年度において

は、停電対策用の発電機等の整備を図り、

防災体制の充実を図ることといたしまし

た。 

 また、全町を対象とした防災避難訓練も

実施することで、町民の皆様の防災意識の

醸成に努めてまいります。 

 美幌町内での交通事故死ゼロは、２月１

５日現在において２,３７５日で現在も継続

中でありますが、このことは町民の皆様の

意識の高さと関係機関・団体の積極的な取

り組みによる成果であり、今後とも、全町

挙げて交通安全運動の推進を図ってまいり

ます。 

 ＪＲ美幌駅無人化は平成２８年５月より

実施され、利用される皆様に御不便をおか

けしておりますが、本年４月よりＪＲ美幌

駅での乗車券販売を行うこととし、その業
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務を美幌観光物産協会がＪＲより受託する

こととなりました。このことにより、販売

日数が増加することから、ＪＲ利用者の増

加につながることを期待しているところで

あります。 

 また、石北本線維持につきましては、Ｊ

Ｒの利用促進もあわせ、引き続き広域的な

協議を行いながら対応を図ってまいりたい

と考えております。 

 消防行政につきましては、救急体制及び

消防機能の充実が求められており、消防庁

舎の改築を進めることにより、耐震化と一

層の機能強化を図り、即応体制の整備・充

実を図ってまいります。 

 陸上自衛隊美幌駐屯部隊につきまして

は、我が国の平和と道東の最強部隊として

の任務を遂行され、また、災害時において

は支援活動など、地域の安全・安心の確保

を図るため非常に重要な役割を果たされて

おります。 

 国においては、昨年、防衛計画の大綱と

次期中期防衛力整備計画が策定されました

が、その中で即応機動連隊の新編が明記さ

れており、美幌に駐屯する第６普通科連隊

もその対象となることから、引き続き、改

編及び増員についての陳情活動を協力諸団

体と連携を図り積極的に進めてまいりま

す。 

 自然の美しさやくらしの安心を、みんな

で護りあうまちづくりについて。 

 地域福祉の機能充実に向けては、平成２

７年３月に策定しました第２期美幌町地域

福祉計画が平成３１年度をもって計画期間

終了を迎えることから、自助、共助、公

助、それぞれの役割分担と連携を図りなが

ら、多様化する福祉ニーズに対応できるよ

うアンケート調査を実施した中で、平成３

２年度からの新たな第３期計画策定に取り

組みます。 

 高齢者福祉につきましては、高齢化率が

上昇している中、きめ細やかな施策により

的確に対応を図ることが必要となっており

ます。 

 自立した日常生活を送り、老後を楽し

み、生きがいづくりや社会参加ができるよ

う、地域全体で支え合う環境整備を進めて

いくため、美幌町高齢者保健福祉計画・第

７期介護保険事業計画に基づく施策を積極

的に進めてまいります。 

 障がい福祉につきましては、障がいを持

たれている方々の自立支援及び就労支援な

どにより、地域で継続して生活が送れる体

制整備が必要であり、そのシステムづくり

を引き続き進めてまいります。 

 子育て支援につきましては、子供を産

み、育て、そして、仕事と子育てが両立で

きる総合的支援が求められており、子育て

世代の負担軽減を初め、保育の充実などに

より、切れ目のない支援を美幌町子ども子

育て支援事業計画に基づき推進するととも

に、町民ニーズを把握して、平成３２年度

からの第２期計画の策定に取り組みます。 

 新生児における聴覚検査を初め、乳幼児

の予防接種については、おたふくかぜワク

チン、ロタウイルスワクチン接種に係る費

用負担を行うこととし、また、産婦健診及

び産後ケアについても支援することで、母

子保健の充実を図り、安心して子育てがで

きる環境整備を進めます。 

 保健医療につきましては、誰もが健康で

生き生きとした生活を送ることができるよ

う、各種健診の受診勧奨を図るとともに、

出前講座や各種教室による健康づくりを推

進してまいります。 

 国保病院につきましては、外科医師の退

職により、外科１名体制が続いていること

から、引き続き、外科医師の招聘活動を行

い、診療体制の充実に努めてまいります。 

 また、昨年のブラックアウト時には、人

工透析において診療体制の確保が難しかっ

たことから、停電時においても支障を来す

ことがないよう発電機設備の整備を図ると

ともに、手術室の換気装置改修を図り、診

療施設の改善を図ります。 
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 医療機器につきましても計画的な更新を

図り、質の高い医療サービスを行うととも

に、経営改善にも取り組み、町民の皆様が

安心できる医療体制の充実を図ります。 

 まちの資源や持ち味を、活力に換えてい

くまちづくりについて。 

 農林業の振興につきましては、農家戸数

の減少、担い手不足などの課題を抱えてい

る状況が続いている中、昨年１２月にＴＰ

Ｐ１１協定が発効され、小麦、ビート、牛

乳、乳製品などの価格下落が予想されてお

り、国内対策の充実について取り組みを進

めていく必要があります。 

 本町の農業につきましては、生産性の高

い土地基盤、研さんを積んできた高い技術

力を基礎として安定生産が行われてきてお

り、引き続き、国営・道営土地改良事業な

どにより農業基盤強化の推進を図り、持続

的な農業振興に向け、関係機関・団体との

連携を強化しなければなりません。 

 林業振興につきましては、森林が果たし

ている環境への多様性を広く理解をいただ

きながら林業振興を進めていくことが重要

であり、引き続き環境に配慮したＦＳＣ国

際森林認証制度の推進を進めてまいりま

す。 

 また、町産材活用や木製品のブランド化

を図るためのＰＲを行い、環境と自然と産

業を融合させた森林づくりを積極的に進め

てまいります。 

 さらに、森林組合が取り組んでおります

コアドライ材について、住宅用建材として

の利用拡大に向けたＰＲもあわせて行って

まいります。 

 開設以来、多くの方々に御利用いただい

ております美幌林業館きてらすは、３年を

経過し、木に触れることを通じて木育の推

進を図っており、貴重な資源である森林を

守り育てる意識の醸成を引き続き進めてま

いります。 

 商工業につきましては、地域に根差し、

町民生活を支えるための商業振興は重要で

あることから、町内での消費拡大を目的と

したプレミアム商品券発行事業を実施する

とともに、起業家支援事業、店舗リフォー

ム促進支援事業について、引き続き推進

し、商店街の活性化を図ってまいります。 

 観光振興につきましては、平成２８年に

策定しました美幌町観光振興革新戦略ビジ

ョンがステップ２に移行し、具体的取り組

みの検証期間となることから、基本方針の

目標達成に向けた取り組みを引き続き進め

てまいります。 

 また、近年、キャンピングカーの保有台

数が増加しており、旅の拠点としてキャン

ピングカーをとめて宿泊できるＲＶパーク

が注目を集めております。 

 本町においても、峠の湯びほろ駐車場を

活用し、ＲＶパークとして５台分を設置す

ることとし、新たな観光客の呼び込みと通

過型観光から滞在型観光への一つの手法と

して整備を図ることといたしました。 

 美幌峠においては、改修したレストハウ

ス２階、展望休憩室を活用し、ＰＲについ

ても、雲海予測などを活用し積極的に進め

てまいります。 

 ロマンチック街道につきましては、重点

区間を設けて白樺の補植や剪定を行い、観

光資源としてのＰＲを図ってまいります。 

 また、美幌町観光まちづくり協議会が取

り組んでおります星空観察会などの各種事

業についても、観光振興に向け積極的な連

携を図ってまいります。 

 ちょっと暮らし体験住宅四季彩美幌につ

いても、美幌町の魅力や生活体験を通じ、

地域のＰＲができるよう活用を図ってまい

ります。 

 近年、複雑化、巧妙化している特殊詐欺

及び消費生活問題について、安心して暮ら

すことができるよう、消費生活相談の充実

を図りながら、防止・啓発活動を進めてま

いります。 

─────────────────── 

◎会議時間延長の議決 
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○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 もはや４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をいたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

─────────────────── 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（大原 昇君） したがって、あか

らじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。 

─────────────────── 

◎日程第４５ 議案第 ９号から 

 日程第５６ 議案第２０号まで 

○町長（土谷耕治君） 住みやすく、人が

集まる基盤をつくるまちづくりについて。 

 北海道横断自動車道は、物流、救急、観

光などにとって重要な役割を持つ路線であ

り、去る平成３０年１２月には、第３回目

の北海道横断自動車道網走線・端野－高野

間の計画段階評価が行われ、ルートが承認

されたことから、早期の新規事業化に向

け、北海道横断自動車道北見網走間建設促

進期成会、関係諸団体と連携を図り、引き

続き積極的な要望活動を進めてまいりま

す。 

 町道整備につきましては、町道７路線の

整備を行うほか、昨年度に引き続き、町道

第２号及び第８号の歩道改良を、新たに町

道第９号の歩道改良を行い、歩行者の安全

確保を図ります。 

 橋梁につきましても、本年度より東雲橋

の補修工事を実施し、長寿命化に向けた取

り組みを進めてまいります。 

 除雪対策につきましては、近年、各地で

発生しております大雪や短時間での積雪量

増加に伴い、生活や経済活動に支障を来た

すことのない除排雪体制の整備が必要であ

ります。 

 特に、歩行者の安全確保につきまして

は、早期の歩道除雪が必要なことから、新

たに除雪ロータリ２台を購入し、歩行者の

通行確保に努めてまいります。 

 また、交差点などの堆雪により見通しが

悪くなることから、排雪体制の整備を図る

ため、大型ロータリ１台を購入することと

いたしました。 

 堤内排水対策につきましては、浸水被害

を防ぐためには早期の排水対策が必要とな

りますが、必要なポンプ、発電機の整備に

ついては昨年度でおおむね終了いたしまし

た。 

今後においては、スムーズな排水対策を

実施することにより、安全・安心な生活の

確保を図ってまいります。 

 公園整備につきましては、長寿命化計画

に基づき、本年度はみとみ公園の遊具更新

などを実施し、憩いの場としての整備を図

ります。 

 また、みとみ公園の擁壁については、定

期点検において対策が必要と判断し、調査

設計を行うことといたしました。 

 住宅事業につきましては、需要の多い住

宅リフォーム事業を引き続き実施し、住環

境改善に努めます。 

 また、借り上げ公住においては、平成３

４年度より順次契約期間の満了を迎えるこ

とから、その取り扱いについての検討を進

めてまいります。 

 公共下水道につきましては、昭和５６年

の供用開始から３８年を経過しており、終

末処理場や管渠老朽化が進んでいることか

ら、終末処理場非常用発電設備及び管渠更

新を行い、長寿命化を図ってまいります。 

 今後とも安定した下水道サービスの維持

に向け、経営基盤強化を引き続き進めてま

いります。 

 水道事業におきましては、日並浄水場耐

震補強工事及び各施設整備とあわせて、老

朽管の更新を計画的に進めながら、重要な

インフラとして良質で安全な水道水供給に

努めてまいります。 

 夢を育む体験！あたたかい人をつくるま
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ちづくりについて。 

 人口減少や少子高齢化が進む中で、園児

数、児童数、生徒数が減少してきており、

本町の将来の担い手となる人材を地域が一

体となり育てていくことが必要となってお

ります。 

 子供たちが夢を持って生き生きと学びな

がら生活できる環境整備を積極的に講じて

まいります。 

 学校教育につきましては、確かな学力の

向上と教育環境の充実を図るため、外部講

師の活用、小学校の３５人学級推進を引き

続き行うとともに、近年の猛暑による熱中

症対策を図るため、各学校の保健室へのエ

アコン設置を行うことといたしました。 

 また、平成３０年度から先行実施されて

いる小学校の外国語教育において、平成３

２年度から、３・４年生は年３５時間の外

国語活動、５・６年生は年７０時間の外国

語科が全面実施され、授業時数が大幅に増

加することから、本年度より外国語指導助

手を１名から２名に増員し、対応を図るこ

とといたしました。 

 近年、特別な配慮を必要とする児童・生

徒が増加している現状の中、特別支援教育

の充実に向け、安全確保及び学習環境整備

のため特別支援教育支援員を増員すること

とし、あわせて、子ども発達支援センタ

ー、保育園、各小中学校との連携を図りな

がら、子供の教育ニーズに即した支援を行

っていきます。 

 また、各小中学校において学校生活の改

善と学習環境の向上を図るため、施設整備

や教材、備品などの整備を積極的に行い、

ＩＣＴ機器の配置についても計画的に進

め、学習機会の充実と学力向上につなげて

まいります。 

 食育につきましては、地元で生産・加工

された食材を使用した給食提供を行い、地

元への理解や食に対する意識の向上を引き

続き実施してまいります。 

 美幌高等学校への支援については、少子

化などの影響により入学者の減少が続いて

いることから、昨年に引き続き、農業科間

口対策補助と寄宿舎運営補助を継続すると

ともに、生徒募集推進補助を拡充し、新た

に学習環境整備と学校魅力向上に取り組む

経費についても補助を行うことで、美幌高

等学校入学者の安定確保を図ってまいりま

す。 

 町民会館が昨年９月にオープンし、多く

の皆様に御利用いただいているところであ

りますが、さまざまな機能を有している施

設であり、今後においても利用促進に向け

た取り組みを進めてまいります。 

 また、びほーるについても、オープンか

ら７年が経過し、利用率も高い状況が続い

ており、文化振興の拠点施設としての重要

性を鑑み、町民の皆様が芸術や文化に触

れ、感じられる機会の提供や鑑賞事業の充

実もあわせて進めてまいります。 

 スポーツ振興につきましては、本町出身

のアスリートの方々が年間を通しさまざま

な大会で活躍しており、このことが次世代

の子供たちへと引き継がれております。こ

れらの活動拠点となっておりますスポーツ

施設について充実を図るとともに、屋内多

目的運動場建設により年間を通したスポー

ツ振興、体力づくりの向上を進めてまいり

ます。 

 創意と工夫を活かし、誇れるまちづくり

について。 

 少子高齢化、人口減少が進む中、今後の

まちづくりを考えたときに多くの課題があ

りますが、その課題について、地域全体の

創意工夫により解決を図っていく必要があ

ります。 

多くの町民の皆様と情報を共有し、意見

や考え方を出し合い、その中から解決の方

向性を導き出していくことが重要となるこ

とから、町民、議会、行政との連携を一層

強め、多くの知恵と行動力がパワーに変わ

っていくまちづくりを進めていかなければ

なりません。 
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 このためには、職員においても、さまざ

まな角度からの課題解決能力や企画力の向

上について自己研さんが必要であります。 

 地方の財政運営について政府は、平成３

１年度地方財政計画において、歳出を前年

度より約２兆７,０００億円多い８９兆６,

０００億円とし、３.１％の伸びとしたとこ

ろであります。 

 また、平成２７年度に創設されたまち・

ひと・しごと創生事業については、創設時

と同額の１兆円の確保が図られました。 

 地方交付税においては、昨年の１６兆円

から１６兆２,０００億円と０.２％の増と

なり、一方で臨時財政対策債は３兆３,００

０億円で０.７％の減となっております。 

 このような状況の中、第２次財政運営計

画の中では、人口減少による自主財源の減

少、高齢化による扶助費の増及び公共施設

整備の増などが見込まれることから、基金

残高が減少していく試算となっておりま

す。 

 これらを踏まえ、事業の選択と集中を図

り、将来像を見据え予算編成に臨んだとこ

ろであります。 

 今後においても、多額の費用を必要とす

る役場庁舎や消防庁舎改築などの公共施設

整備、社会保障関連経費、農業生産基盤事

業などに加え、就労人口の減少など厳しさ

を増していくことが予想されます。 

 厳しい時代を見据えた財政運営の確立と

あわせ、まち・ひと・しごと総合戦略に基

づく人口減少対策にも果敢に取り組む財政

構築が必要であり、長期的視点に立った財

政運営に努め、健全財政のもとで行政サー

ビスの将来にわたっての維持を図っていく

必要があると考えております。 

【むすびに】 

 以上、平成３１年度予算編成に当たりま

して基本的な考え方を申し上げました。 

 日本は今、災害復興、人口減少対策、社

会保障改革、地方創生など、多方面にわた

る課題を抱え、改革を進める時期にありま

す。 

 戦後、多くの国民が復興を目指し、多く

の御苦労と御努力により、この国を立て直

し、築き上げ、そして、支えてこられまし

たが、社会情勢の大きな変化に伴う転換期

を迎えております。 

 私たちのまちも同様、厳しい多くの課題

を抱え、それを乗り越えていかなければな

りません。決して諦めることなく、チャレ

ンジをして切り開いていくことが必要であ

ります。 

 先人の御苦労と先輩方の多大な御努力に

より築き上げられた礎をもとに、さらに発

展させ、次世代に引き継いでいかなければ

なりません。 

次代を担う子供たちが夢と希望に満ちあ

ふれ、第６期美幌町総合計画の将来像でも

ある「ひとがつながる みらいへつなげる 

ここにしかないまち びほろ」の創造に向

け、全ての方々がそれぞれの立場、持ち場

で全力を挙げていただくようお願いすると

ともに、町民の皆様並びに議員の皆様に、

ふるさとびほろの未来創造に対する御理解

と御協力を心からお願い申し上げまして、

予算編成方針といたします。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。

再開は、１６時１５分といたします。 

午後４時１２分 休憩 

─────────────────── 

午後４時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

─────────────────── 

◎日程第５７ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第５７ 一般

質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君）〔登壇〕 私は、さ

きに通告いたしております２項目、６点に

ついて質問をさせていただきます。 

 まず１点目でありますけれども、ＪＲ美
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幌駅の観光案内所でのＪＲ券発売と駅トイ

レの改修についてであります。 

 ＪＲ美幌駅は平成２８年５月に無人化に

なり、当時はＪＲ券の取り扱い受託先がな

かなか決まらなかった経緯があります。 

 私は、長年、美幌駅に在籍し、利用者の

ことは誰よりも理解していましたので、当

初からＪＲ券は美幌駅内で取り扱うべきで

あると、一般質問を通して、これまで２回

にわたり町長にその考えをただしてきたと

ころであります。 

 この２年間は、町なかの商工会議所内で

ＪＲ券を取り扱ってきましたが、利用者の

思いを考慮し、今年４月から取り扱いが駅

の観光案内所に移行される予定とのことで

す。 

 そこで、次の５点について、町長の考え

をお伺いします。 

 １点目は、ＪＲ券類発券業務のスペース

についてであります。 

 ２点目は、ＪＲ社員が在籍当時の出札室

が現在は空き室となっていますが、無人化

以降、ＪＲとの話し合いはどのようになっ

ているのか。 

 ３点目は、ＪＲ券の取り扱いが商工会議

所内から駅の観光案内所に移行されること

の利用者への周知方法についてです。 

 ４点目は、観光案内所への今後の支援に

ついての考えについてです。 

 ５点目は、ＪＲ美幌駅のトイレは、町内

で唯一２４時間利用可能ですが、多目的ト

イレではないため、利用される方から観光

案内所に苦情の申し出が時々あります。駅

のトイレ改修についての考えであります。 

 ２点目は、一大イベントによる町の活性

化についてです。 

 ＮＨＫのど自慢放送のイベント招致につ

いてであります。 

 美幌町では、四季を通して各種イベント

が行われております。７月の観光和牛まつ

り、８月の夏まつり、９月のふるさと祭

り、１月の冬まつりなどがあり、このほか

にもさまざまな催しが行われています。 

 これらのイベントは、大勢の人々との交

流を通して地域の活性化に大きな役割を果

たしていると考えます。イベントの中で

も、全国的なものではＮＨＫのど自慢放送

があります。年間を通した、毎週日曜日お

昼どきのテレビ番組、ラジオでも同時放送

しておりますけれども、ＮＨＫが素人の方

ののど自慢を通して、全国津々浦々、開催

市町村のＰＲを兼ねた全国的なイベント

で、昭和の時代から始まり、今日までの放

送年月が５０年を超え、明るく、楽しく、

元気よくをモットーとしている長寿番組で

あります。視聴率も安定しており、今なお

依然として根強い人気があり、美幌町で開

催されることを多くの町民が望んでいま

す。 

 美幌町を全国にＰＲする絶好のチャンス

と捉えたＮＨＫのど自慢放送のイベント招

致について、町長の考えをお伺いします。 

 以上、１回目の質問でございます。よろ

しくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 新鞍議員

の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

 初めに、ＪＲ美幌駅の観光案内所でのＪ

Ｒ券販売と駅トイレの改修についてです。 

 ＪＲ乗車券の発売についてであります

が、美幌駅の無人化に伴い、平成２８年５

月より美幌商工会議所で発売しておりまし

たが、本年４月より観光物産協会が発売す

る予定となっております。 

 １点目のＪＲ券類発券業務の場所につい

てですが、現在、美幌駅内で行っている観

光案内窓口及び都市間バスの乗車券の発売

窓口において、ＪＲの乗車券も発売される

予定となっております。 

 ２点目のＪＲ社員が在籍当時の出札室に

ついて、無人化以降、ＪＲとの話し合いは

どのようになっているのかについてであり

ますが、平成２９年５月にＪＲ北海道よ
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り、無人駅のにぎわいづくりに向けた取り

組みを行うこととなり、無人駅の未活用ス

ペースを無料で活用していただく取り組み

を始めるとの話がされたところでありま

す。 

 しかし、旧出札室、旧事務所内には、

机、椅子などの備品類が設置のままであ

り、また、ＪＲとして継続して利用してい

るスペースもあります。このことから、利

用に当たっては、間仕切り壁の設置、電源

工事なども必要となり、工事費は利用者負

担との条件となっております。これらのこ

とから、現在においては、活用する状況に

は至っておりません。 

 先ほど御答弁いたしましたが、ＪＲ乗車

券の発売は、現在の観光案内等を行ってい

る窓口を利用することで観光物産協会より

説明を受けておりますので、御理解願いた

いと思います。 

 ３点目のＪＲ券の取り扱いが商工会議所

内から駅の観光案内所に移行されることの

利用者への周知方法についてですが、町と

いたしましては、４月の広報紙、ホームペ

ージへの掲載、公共施設内にポスターの掲

示を行うことで考えております。 

 あわせて、商工会議所、観光物産協会窓

口においてもポスターの掲示、ホームペー

ジへの掲載により周知を図ることとし、Ｊ

Ｒ北海道においても、新聞等へのチラシ折

り込みの要請を行ってまいりたいと考えて

おります。 

 ４点目の観光案内所への今後の支援につ

いての考えについてですが、観光物産協会

では、ＪＲ乗車券の発売業務受託により業

務量が増加となることから、これまでの業

務量を勘案し、乗車券発売に係る人件費の

０.５人分から売上手数料等を除いた額を支

援することで考えております。 

 ５点目の駅のトイレ改修についての考え

についてですが、現在までも既存トイレの

改修を行ってきており、林業館「きてら

す」を開設したことによる利用者の増を踏

まえて、平成２８年度には男女各１カ所ず

つベビーチェアの設置を、平成３０年度に

は手すり等の設置を行ったところでありま

す。 

 改修に当たっては、本来であれば多目的

トイレとして整備することが望ましいと考

えますが、既存のスペース内での改修は困

難な状況であり、待合室側に広げるなど、

大規模な改修が必要となります。 

 議員御指摘のとおり、利用者からも要望

の多い施設であると認識しておりますの

で、今後も要望等を聞きながら検討してま

いりたいと考えておりますので、御理解願

いたいと思います。 

 次に、一大イベントによる町の活性化に

ついてであります。 

 ＮＨＫのど自慢放送のイベント招致につ

いてでありますが、ＮＨＫのど自慢の招致

につきましては、これまでも数回、一般質

問によりお答えした経過がありますが、開

催の会場については、現在確認したとこ

ろ、８００席以上を確保できる会場で、原

則は市民会館等が望ましいとされておりま

す。収容人数を考慮した場合、本町におい

ては、スポーツセンターでの開催が可能で

あると考えられます。 

 しかし、メーン会場のほかに、控室等が

７カ所から８カ所必要なことや、照明設備

を設置する必要があること、その他、床の

保護も必要であり、多額の経費がかかるこ

とが想定されるところでございます。 

 これらのことから、開催については、び

ほーるが適当であると考えておりますが、

収容人数の要件を満たしていないため、現

在においては、本町においてのＮＨＫのど

自慢の開催は難しいものと考えておりま

す。 

 議員御指摘のとおり、ＮＨＫのど自慢の

開催は、美幌町を全国にＰＲする絶好の機

会であると認識しており、開催の環境が整

った際には、開催に向けた検討を進めてま

いりたいと考えております。 
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 美幌町の全国へのＰＲにつきましても、

さまざまな媒体や機会を通じて引き続き進

めてまいりたいと考えておりますので、御

理解のほど、よろしくお願いをいたしたい

と思っております。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） それでは、再質問

をさせていただきますが、その前に、町民

の皆様に一言申し上げます。 

 ４月から駅の観光案内所でＪＲ券を取り

扱う予定となり、通学生を含むＪＲを利用

される皆様、そして、近い将来、関係のあ

る小中学生がおられる親御さん方は、ひと

まず安堵されたことと存じます。 

 それでは、再質問に入ります。 

 １点目の発券業務のスペースについてで

ありますけれども、答弁では、観光案内所

の窓口でＪＲ乗車券の取り扱いをするとあ

りますが、現在、物産館「ぽっぽ屋」があ

る交通ターミナル全体のスペースが観光案

内所を含めて現状では狭くなってきている

と私は以前からお聞きしております。 

この現状の中、ＪＲ券の取り扱い業務が

加わることで、今のままでは非常に厳しい

と言われておりますが、この点についてお

伺いします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今回、観光物

産協会がＪＲの乗車券の発売を行うところ

につきましては、今、都市間バスの発券業

務を行っているカウンターと聞いておりま

す。事務所を隔てて観光案内所、それから

都市間バスの券売所、奥にぽっぽ屋という

ことになりますので、ぽっぽ屋の業務には

支障がないだろうと考えておりますし、観

光物産協会に確認をした中でも、スペース

的には、都市間バスの券売業務を行ってい

るところでＪＲの券売についても支障がな

く取り扱いができるとお伺いしているとこ

ろでございます。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 実態は、現状は狭

いということでありますけれども、その関

係もありますので、２点目に移らせていた

だきます。 

 ２点目のＪＲ所有の空き室利用の考え方

でありますけれども、答弁では、一昨年の

平成２９年５月に、ＪＲ北海道より、無人

駅のにぎわいづくりに向けた取り組みを行

うこととなり、無人駅の未活用のスペース

を無料で活用していただく取り組みを始め

るとの話がされたとありますけれども、本

来であれば、町はためらうことなく、この

時点でにぎわいづくりに向けた事業計画を

立て、平成２９年度中の補正予算で美幌駅

の活性化に向けて具現化できたのではない

かと考えるところであります。 

 ところが、旧出札室、旧事務所等の現状

では、さまざまな工事費がかかるけれど

も、ＪＲでは負担はしない。町では工事費

用までかけて活用する考えはなかったとい

うことです。わかりやすく言えばこういう

ことですけれども、御答弁からは、利活用

する意欲というか、意思が全く感じられな

いのでありますが、その点について伺いま

す。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） １回目の答弁

でもお答えしておりますけれども、スペー

ス的に奥に機械が入っており、備品類が設

置されているので、そこがきちんと区別で

きるといいますか、そこに出入りができな

い仕切りの壁をつけなさいというのがＪＲ

の条件でございます。 

 そうすることによって、あそこの事務室

といいますか、オープンスペースについて

はそれほどのスペースの確保ができないと

いうことです。なおかつ、電源の供給工事

もやらなければいけないということからい

けば、多額な費用を要するものであって、

そこまでして利活用できるようなスペース

の確保はできないということで、行政とし
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ては、それらの経費をかけてまで利活用を

図ることについては断念をしたということ

でございます。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） ＪＲでは、美幌駅

における駅側の空きスペースの利活用につ

いては無償で提供すると言われたわけであ

りますけれども、ＪＲの乗車券の販売を機

会に、ぜひ、観光案内所のＪＲ券を含めた

関連業務を一括して駅側の空きスペースに

移動していただきたいと私は強く思ってい

るところであります。 

 現在、駅側の空きスペースは、旧出札室

と旧事務所、さらに１３平方メートル程度

の宿直室と物置があります。旧出札室には

間仕切りがあり、床は旧事務所より約２５

センチメートルほど高くなっております。   

答弁の中では、机、椅子などの備品類が

設置のままとありますが、これはＪＲ側と

の話し合いでスムーズに解決することであ

り、電源関係では、現在、旧出札室、旧事

務所の照明全てが利用できる状況にありま

す。切りかえ工事は必要かと考えますけれ

ども、ＪＲとして継続して利用しているス

ペースについては、１２月から３月までの

４カ月間、駅構内を除雪する除雪パートナ

ー社員の休憩場所として旧事務所の一部を

利用しておりますが、その面積は全体の約

２割程度で、４月から１１月の８カ月間は

空き室になっておりますので、利活用につ

いては全く問題ないのではないかと考える

ところでありますけれども、この点につい

て再度お伺いします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 冬期間の構内

除雪の方が利用されているということで、

行政、観光物産協会を通して考えますと、

年間を通して使えないとやはり支障がある

のだろうと考えております。 

 先ほど、新鞍議員がおっしゃいました観

光案内所等を含めて移設をすればいいとい

うことについても、年間を通して使えない

と移設するメリットは出てこないというこ

とでございますので、一定期間でも使えな

い時期があるということについては、相当

な制約を受けるということも考え合わせ

て、それらの判断をさせていただいたとこ

ろでございます。 

 それから、観光案内所、券売業務を含め

て、今のＪＲの窓口側というお話でござい

ますけれども、観光物産協会の職員の中で

それを専属にやっているわけではございま

せん。ほかの業務も兼ねた中でその業務に

携わっているということでございますの

で、場所を移行させることによって、観光

物産協会側の業務については支障が出てく

るのだろうと考えているところでございま

す。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 私は、ぜひ利用し

ていただきたいと思っております。創意工

夫などいろいろあると思うのですけれど

も、１３年前まで、美幌駅に長年在籍し

て、駅事務所内、全てくまなく知っている

つもりです。１３年間、全く改修もしてい

ないので、どこに何があるのか、配置関係

を把握しているところであります。旧事務

所は出入り口が４カ所ありますので、改め

て壁で仕切らなくても、パートナー社員の

出入り口、休憩場所の確保は可能です。 

 なぜ私がここまでこだわるのか、説明し

なければならないのかというと、鉄道在職

４１年間のうち、３５年の長い期間、美幌

駅を守り続けてきた私が今こそ利活用しな

ければならないという強い思いがあるから

こそ、先ほどからいろいろお話ししている

のですが、その私の言葉の一部でもしっか

りと受けとめていただきたいのでありま

す。 

 ４月１日からＪＲ券の取り扱い予定とい

うことで、シャッターの奧の旧出札室は、

１８平米の広さがあり、今は物が置いてあ
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りますけれども、片づければ４月１日から

でも使えます。 

 また、旧事務所は、今、総務部長がいろ

いろ言っていますけれども、やはり、活用

するという考えが全くなければ、歯車がな

かなか合わないということになるわけで

す。３年ぶりに駅の中でＪＲ券の取り扱い

ができる予定ということです。現在のＪＲ

美幌駅は、道内の無人駅であるほかの駅と

比較しても大きな規模の建物であり、駅内

には観光案内所、物産館ぽっぽ屋、きてら

すがあり、いつもにぎわいを見せていま

す。 

 しかし、これらは交通ターミナル側であ

り、美幌町の顔であるＪＲ美幌駅本来の姿

ではありません。外から見ても、駅南側に

ある事務所の窓は、４月から１１月、カー

テンで閉ざされたまま、非常に暗いイメー

ジであり、町民の方の声は、現状に失望し

ており、ぽっぽ屋などを頻繁に利用されて

いる町民の多くは駅側の利活用を願ってお

ります。 

 繰り返しになりますけれども、現在、シ

ャッターで閉ざされている旧出札室を開放

して、ＪＲ券の取り扱いを復活する、ま

た、先ほども申しましたが、にぎわいまち

づくりの一環として、旧事務所を開放し、

さまざまなイベントを企画することで、待

合室から駅の旧事務所まで見通しが明るく

なり、駅全体のイメージチェンジと駅本来

の機能を取り戻すことにもなると考えます

けれども、この点についてお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 新鞍議員の思

いは十分伝わってきましたが、現実的な利

活用として、どのような手法があって、ど

のような使い方ができるのかということが

一番大事だろうと考えてございます。その

ための経費がどうなのか、費用対効果がど

うなのか等々を含めて、さまざまな形で検

討が必要であろうと考えております。 

 私どもの中で考えつかない利用方法があ

るのだとすれば、さまざまな御意見をお伺

いしたいと考えてございますけれども、一

応、ＪＲ側の意向もございますし、観光物

産協会の意向もあろうかと考えてございま

す。どういった利活用あるいは利用方法が

いいのかを含めて、関係機関・団体と協議

はしてみたいと考えておりますけれども、

これは、あくまでも利活用するという前提

でなく、どのような使い方ができるのかと

いうことについて検討を図った中で、利活

用が可能かどうかという結論を出していき

たいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 今のままでは、シ

ャッター街の空き家、要するに、シャッタ

ーの後ろは全部あいています。今、町では

空き家対策をやっておりますけれども、美

幌町の顔であるＪＲ美幌駅側のシャッター

の隣、旧出札室から旧事務所まで全てがあ

いています。私というより、美幌町民も本

当に何だこれはと思っております。何回も

言うようでありますけれども、今、ＪＲ券

を駅で取り扱うようになって、駅側のほう

に観光案内所全てが行かないと、この後、

いつまでたっても空き家はそのままでない

かと非常に危惧しているところでありま

す。 

 正直に言って、私の考えている予算とい

いますか、そんな法外にかかるわけでもな

いし、到底無理な予算ではないと思ってい

るのですけれども、次期町長にしっかりと

引き継いでいただくことをお約束いただけ

るかどうかということでございますけれど

も。 

 今の総務部長のお話は、ぜひ利活用に向

けた取り組みを考えたいということです

が、ぜひ協議をしていただきたいと願って

おります。 

 次に、３点目の利用者への周知方法です

けれども、きょうは３月５日です。残り２

６日ありますけれども、今からでもできる
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ことがあれば周知は早いほうがよいと考え

るところです。 

 また、４月は、広報紙のほかに、Ａ４用

紙程度のチラシの全戸配布についての考え

はあるのかどうか、さらに、関連する学校

への周知についてはどのように考えておら

れるのか、お伺いします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 利用者への周

知の方法でございますけれども、ＪＲを利

用されている方には、御不便をおかけしな

い形でスムーズな発券場所の変更が必要で

あろうと考えております。 

 ただ、現実的には、まだＪＲと美幌観光

物産協会の契約が整ってございません。こ

の契約締結後に全てのＰＲ活動を行ってい

く形で考えてございまして、ＪＲ側も契約

が済んだ後ということになるので、なおさ

ら期間がなくなりますので、いかなる方法

をとっても利用者に御不便をかけない方法

で周知を図っていきたいと考えています

し、ＪＲとの契約についても、早急に契約

事務を進めているところだと考えておりま

す。いろいろな媒体を通じながらやってい

きたいと考えておりますけれども、その中

で、前回のときにはＪＲにも周知をしてい

ただいたことがございます。それらがどう

いう役割分担でできるのかも、今後、ＪＲ

と協議をしていかなければいけないと考え

ておりますし、その中で、今、議員がおっ

しゃいましたＡ４判のチラシを全戸配布で

きるかどうかも含めて検討させていただき

たいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） ぜひ周知漏れのな

いように、よろしくお願いいたしたいと思

います。 

 それでは、４点目に移ります。 

 ４点目の観光案内所への支援についてで

ありますけれども、美幌駅が３年前に無人

化になってから、観光案内所では、列車の

運行状況、列車のおくれ、ＪＲの切符に関

する問い合わせ、冬期間の待合室の暖房関

係など、駅員がいないため、本来の業務で

はないことまでさまざまな対応をしてきて

いるのが実態です。 

 さらに、昨年７月から特急列車の車内販

売業務を月に一、二回、土・日限定で行っ

てきております。４月以降も継続するよう

ですけれども、４月からＪＲ券の取り扱い

業務が始まる予定であるということで、答

弁では、その支援内容は、乗車券発売に係

る人件費の０.５人分から売上手数料等を除

いた額となっておりますけれども、具体的

な数字が見えてきません。例えば、年間の

売上手数料が５０万円あったとした場合、

概算で幾らぐらいになるのか、お伺いいた

したいと思います。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） 今、

御質問のありました人件費の金額の関係で

すけれども、売上手数料につきましては、

平成２９年度で行きますと、商工会議所に

確認したところ、４６万７,０００円ほどの

金額となっております。 

 人件費につきましては、通常金額を計算

しますと、約２４０万円ほどの給与総額に

なりますけれども、その０.５人分というこ

とで１２４万１,０００円ほどの金額になり

ます。そこから今の売上手数料の４６万７,

０００円を引きまして、さらに、今回、売

上手数料等となっておりますけれども、等

というのは、現在、商工会議所で清掃業務

委託ということで、駅のホームや跨線橋の

清掃業務の委託も受けており、それが月１

万５,０００円となっております。その１２

カ月分で１８万円ということで、０.５人分

の１２４万円相当から売上手数料の４６万

７,０００円、さらに清掃業務委託料の１８

万円を引きまして、残り５９万４,０００円

ほどの支援ということで考えております。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 
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○３番（新鞍峯雄君） 委託手数料の件に

ついては理解をしました。 

 先ほども申し上げましたけれども、車内

販売も継続していく考えということで、町

は、観光物産協会との連係プレーをもと

に、これからは今まで以上にさまざまな意

見交換をしながら、業務量に応じたバック

アップ、フォローをしっかり考えて進めて

いただきたいのですけれども、この件につ

いて改めてお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 観光物産協会

のフォローということでございますが、町

と観光物産協会は定期的に打ち合わせを密

に行っております。その中で、発券に関す

る部分等がありましたら、そういったこと

についても意見交換をして、よりよい方向

につなげていければと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 次に、５点目の駅

トイレの改修の件であります。 

 美幌駅の正面玄関は階段ですけれども、

そのすぐ左側、西側には１８年前からスロ

ープが設置されており、車椅子、体の不自

由な方には大変喜ばれております。 

 美幌町は、地理的にも多くの国道が交差

している交通のかなめでもある町で、駅の

トイレも２４時間利用可能であることは、

町内外を問わず、多くの人たちの知るとこ

ろであります。 

養護学校、あるいは福祉バスなど、団体

の利用も年間１０回前後あり、スロープが

あるのでトイレも多目的との思いで利用さ

れる方が少なくないとのことであります。 

 美幌駅は、今後とも２０年、３０年と長

い年月利用され続けるために、利用者の要

望には少しでも早く応えられるよう努力し

なければならないと考えるところでありま

す。 

 しかし、今回の答弁では、今後当分は無

理であるという文字はありませんが、私は

そのように受けとめたところであります。 

 そこで、例えば、待合室を広げずに、現

状のスペースでの可能性といいますか、便

器を一つ減らして多目的便器をつけるとい

うことです。多目的の便器は普通の人でも

使えますので、さまざまな検討をされては

どうかというのが私の考えですが、この点

についてお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） トイレの関係

でございますが、答弁書にもございますよ

うに、これまで、平成２８年、平成３０年

と少しずつ改修させていただいているとこ

ろです。抜本的な大がかりな改修には至っ

ていないところですが、使いながら、いろ

いろな意見を聞きながら、どういった方法

ができるか考えていきたいと思っておりま

す。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 国とか道から何ら

かの補助の可能性といいますか、いろいろ

調査研究されて、実現に向けてぜひ前に進

めていただけるよう、よろしくお願いいた

します。答弁はよろしいです。 

 次に、２点目、ＮＨＫのど自慢放送のイ

ベント招致についての再質問であります。 

 ＮＨＫのど自慢放送は、全国的な一大イ

ベントであり、経費もそれなりにかかるの

は十分に理解できます。 

来年は、新庁舎の建てかえ工事、屋内多

目的運動場の整備、さらに消防庁舎の建て

かえ工事などがあり、ここ１年から２年後

のイベント招致は厳しいのではないかと私

は受けとめております。 

このことを踏まえて、三、四年後を見据

えてイベント招致の計画を立ててはどう

か、この考えをもとに再質問をさせていた

だきます。 

 答弁では、収容人員を考慮した場合、ス
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ポーツセンターで開催が可能であるが、メ

ーン会場のほかに控え室などが七、八カ所

必要とありますけれども、この控え室は何

に利用されるのか、この点についてお伺い

します。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 具体的に何に

というわけではありませんが、出演者とか

演奏者、さまざまな方がこの事業に携わる

形になりますので、そういった方々のため

に七、八カ所の控え室が要るというお話を

伺っております。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 了解しました。 

 次に、床の保護の件でございますけれど

も、例えば、観覧される方は、あらかじめ

袋を用意していただき、会場に入るときに

履き物は袋に入れて、各自が責任をもって

所持する、観客の御理解と御協力をお願い

する、このような考えでありますが、お伺

いいたします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 床の保護の関

係についても、過去に開催した自治体に照

会したところ、体育館で実施されたという

経過がございます。また、体育館にパイプ

椅子を置くために床面が傷つくということ

で、床材を保護するための養生マットを敷

いたとお伺いしています。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 了解しました。 

 このＮＨＫのど自慢放送は、テレビ、ラ

ジオを通して各地域の特色を全国に発信す

る大衆文化の一つであり、まだまだ根強い

人気があると考えているところです。 

 質問ですが、答弁内容では、スポーツセ

ンターでの開催は可能であるが、町として

はびほーるで行いたい。しかし、収容人数

の要件を満たしていないので、ＮＨＫのど

自慢の開催は難しいとあります。 

３６年前の８月にスポーツセンターで開

催されたときは、観客人数は２,０００人を

軽く超えておりました。このことから、美

幌町での開催はスポーツセンターに限ら

れ、びほーるの開催であれば、７割近くの

観客の方が会場に入れない事態になること

が予想されるということでございます。 

近い将来、先のことでありますけれど

も、この件についての考えをお伺いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） のど自慢の開

催に当たっては、さまざまな要因がクリア

できないと難しいのだろうと思っていま

す。その一つが収容人数の関係、あるい

は、別の部屋が七つから八つ要るというこ

とと、椅子の確保等々を含めて、さまざま

な要件の中で開催できるような環境が整う

かどうか、あるいは、機材、椅子などを含

めて用意ができるかというところが大きな

要因なのだろうと思っています。 

そういった意味でいけば、一番開催しや

すい環境にあるのがびほーるだと考えてお

ります。５００の観客席もあれば、七つ、

八つの部屋も用意ができるということから

いけば、びほーるが一番開催しやすいのだ

ろうと考えておりますけれども、ＮＨＫの

ほうの収容人数の８００人が緩和されない

ことには難しいと考えておりますけれど

も、開催できるような条件が整うようであ

れば、開催に向けて検討していきたいと考

えてございます。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） ただいま、総務部

長から、びほーるという言葉がまた出たわ

けでありますけれども、その前に、びほー

るでの開催であれば、半分どころか、７割

は入れないというふうに私がお話ししたの

であります。 

 話を変えます。 

 ＮＨＫのど自慢の開催は難しいとの答弁



 

－ 59 － 

の後に、開催の環境が整った際には、開催

に向けた検討を進めていくとありますの

で、この開催の環境が整った際とはどうい

うことか伺います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） １回目の答弁

でもお答えさせていただいておりますけれ

ども、観客の要因とか控え室の要因等々、

さまざまな条件がある中で、それらの環境

を整えることができるかどうか、あるいは

経費的な問題です。 

 先ほど経済部長もお答えをしましたよう

に、どこか違う場所でやるのであれば、床

の保護材をどうするか等を含めて、それら

の環境が全て整わないと開催はできないの

だろうと考えておりますので、それら全て

開催できる環境として、どの場所で、この

ものを準備して、このコストの中でという

環境が整えばということで御理解をいただ

ければと思います。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） のど自慢放送を招

致するにしても経費はかかるのですけれど

も、反面、経済効果がないわけではござい

ません。のど自慢は、予選の日と全国へ放

送される本番当日の２日間行われ、予選の

日は、あらかじめ予選に選ばれた２５０組

と、応援の方も含めると５００人から６０

０人です。本番当日の出場者は２０組です

けれども、町内外の各地から見に来られる

観客人数は２,０００人前後と推測できます

ので、経済効果は少なくないと考えるとこ

ろです。 

 私は、先ほどから三、四年後を見据えて

と申しておりますけれども、例えば、４年

後の２０２３年に招致することになります

と、美幌町では４０年ぶりの一大イベント

になるわけです。経費をいかに抑えるか、

さまざまな課題がありますので、そのため

にも計画は早目にということで、今から招

致を進めてはどうかと考えるところです。 

 これが最後の質問です。いかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 先ほどからお

答えをしておりますけれども、まずは場所

の確保、それから、ＮＨＫ側が言う要件が

クリアできるかどうかが一番大きな要因で

あろうと思ってございます。 

 それらが全てクリアできるような条件、

要因が整った場合は、開催について検討す

るということでございますので、それが４

年後になるのか、何年後になるのかははっ

きり申し上げることはできないということ

を御理解いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） これで、３番新鞍

峯雄さんの一般質問を終わります。 

 以上で、本日の一般質問を終わります。 

─────────────────── 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会いたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日は、これで延会するこ

とに決定しました 

─────────────────── 

◎延会宣言 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

       午後５時１０分 延会   
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